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前村　佳幸：鉏姓小橋川家の家譜冊分と祖先崇拝

は
じ
め
に

鉏し
ょ

姓
小
橋
川
家
は
、
家
譜
制
度
が
本
格
的
に
施
行
さ
れ
た
尚
貞
王
（
一
六
六
九
～

一
七
〇
九
年
）
の
時
代
を
経
た
尚
益
王
三
年
（
一
七
一
二
）
に
「
新
参
」
の
士
族
と

し
て
認
め
ら
れ
た
。
王
朝
末
期
に
は
、尚
泰
王
の
冊
封
を
前
に
多
額
の
献
金
を
行
い
、

「
譜
代
」
の
家
格
を
得
た

（
１
）

。
那
覇
市
歴
史
博
物
館
に
は
新
参
と
譜
代
の
二
つ
の
鉏
姓

小
橋
川
家
の
家
譜
が
存
在
す
る
。
装
丁
に
は
差
が
あ
る
が
料
紙
は
白
唐
紙
で
同
時
に

作
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
本
来
、
二
つ
の
家
系
に
分
岐
し
て
お
り
、
別
々
の
家
庭

で
所
持
さ
れ
て
き
た
も
の
が
、
近
現
代
に
な
っ
て
一
括
し
て
保
管
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
鉏
姓
小
橋
川
家
の
家
譜
に
つ
い
て
は
、
近
世
を
通
じ
て
和
式
か

ら
中
国
風
の
系
図
に
様
式
が
移
行
し
た
こ
と
を
具
体
的
に
示
す
資
料
と
し
て
注
目
さ

れ
て
き
た

（
２
）

。
本
稿
は
、
那
覇
・
泊
に
居
住
し
て
い
た
士
族
層
に
つ
い
て
、
鉏
姓
小
橋

川
家
の
軌
跡
を
通
じ
て

（
３
）

、
近
世
琉
球
末
期
に
お
け
る
社
会
的
諸
相
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
鉏
姓
小
橋
川
家
の
軌
跡

を
通
覧
す
る
た
め
に
当
家
家
譜
の
紀
録
全
文
と
こ
れ
に
依
拠
し
て
作
成
し
た
家
系
図

を
掲
載
す
る
。

小
橋
川
と
は
沖
縄
県
中
頭
郡
西
原
町
の
字
で
あ
る
。
北
の
内
間
と
の
間
に
小
川
が

流
れ
、
下
流
は
暗
渠
に
な
っ
て
い
る
が
太
平
洋
に
注
い
で
い
る
。
他
所
に
は
な
い
地

名
で
あ
る

（
４
）

。
こ
の
ム
ラ
の
地
頭
職
を
得
た
士
族
の
子
孫
が
家
名
と
し
て
い
る

場
合
も
あ
り
、
地
頭
得
分
の
な
い
名
島
（
名
嶋
）
と
し
て
の
み
認
め
ら
れ
た

場
合
も
あ
り
、
同
時
期
に
名
前
と
位
階
称
号
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
家
系
は

ま
っ
た
く
異
な
る
こ
と
が
あ
る
点
に
注
意
さ
れ
た
い

（
５
）

。

第
一
章
　
鉏
姓
小
橋
川
家
の
家
譜
と
系
図

鉏
姓
小
橋
川
家
は
小
橋
川
筑
登
之
親
雲
上
宗
安
が
薩
摩
・
福
州
へ
の
航
海

す
な
わ
ち
旅
役
に
お
け
る
五
主
（
船
荷
等
管
理
者
）
と
し
て
相
応
の
成
果
を

積
み
上
げ
た
こ
と
で
、
そ
の
嫡
子
を
系
祖
と
し
て
姓
は
鉏
、
名
乗
頭
字
は
昭

と
い
う
系
図
持
ち
の
身
分
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
嫡
子
以
外
に
兄
弟
が
い
た

の
か
、
彼
ら
の
子
孫
も
士
分
と
な
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
そ
の
後
、
家
譜

に
小
橋
川
筑
登
之
親
雲
上
の
位
階
称
号
が
記
さ
れ
る
の
は
、
三
世
昭
致
と
四

世
昭
政
の
二
人
で
あ
る
が
、
宗
安
の
よ
う
に
実
際
の
公
務
で
大
い
に
寄
与
し

た
の
は
昭
致
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
昭
政
の
次
男
昭
興
と
子
の
昭
全
を
経

て
七
世
跡
目
昭
常
の
妻
真
鶴
に
よ
る
献
金
は
「
錢
拾
六
萬
貫
文
」
に
及
び
、

こ
れ
に
よ
り
譜
代
の
家
格
を
認
め
ら
れ
、
五
世
昭
興
か
ら
始
ま
る
家
譜
を
別

に
作
成
し
た
。
こ
れ
が
冊
分
け
で
あ
る
。

鉏
姓
小
橋
川
家
の
家
譜
冊
分
と
祖
先
崇
拝

前
村　

佳
幸
＊

T
h

e G
en

ea
lo

g
ies o

f th
e K

o
b
a
sh

ik
a
w

a
 F

a
m

ilies S
u

rn
a
m

ed
 S

y
o
 a

n
d
 A

n
cesto

r

W
o
rsh

ip
 in

 th
e S

eco
n

d
 S

h
o
 D

y
n

a
sty

 R
y

u
k

y
u

Y
o
sh

iy
u

k
i M

A
E

M
U

R
A

＊

＊ 琉球大学教育学部社会科教育専修所属

－ 1 －

－ 202 －

－ 240 －



琉球大学教育学部紀要　第 104 集

　
　

【
文
書
1
】

　
　

口
上
覚
（
角
印
）

　
　

 
乍
恐
申
上
候
。
若
狭
町
村
新
参
鉏
氏
嫡
子
故
小
橋
川
筑
登
之
事
、
此
節
譜
代
家

被
成
下
誠
以
難
有
次
第
奉
存
候
。
依
之
奉
訟
候
儀
、
近
比
奉
恐
入
候
得
共
系
祖

ニ
者
今
程
新
参
家
ニ
而
御
座
候
處
、
右
系
内
ニ
而
者
系
釣
又
者
禄
付
等
間
違
之

儀
茂
可
致
出
來
哉
與
別
而
念
を
奉
存
候
間
、
何
卒
五
世
次
男
小
橋
川
尓
や
昭
興

よ
り
冊
分
申
様
被
仰
付
被
下
度
奉
願
候
。此
旨
冝
様
被
仰
上
可
被
下
儀
奉
願
候
。

以
上
。

　
　
　

丑　
　
　
　
　
　
　
　

若
狭
町
村
鉏
氏
故
小
橋
川
筑
登
之
妻
名
代

　
　
　
　

二
月 

上
里
子

　

こ
の
時
期
、「
銅
銭
」
一
六
万
貫
文
で
な
に
が
で
き
た
か
例
示
す
る
と
、
石
造
の

比
謝
橋
が
再
建
さ
れ
た

（
６
）

。
ま
た
、御
物
奉
行
配
下
の
高
所
・
田
地
方
が
管
理
す
る
「
清

丈
脹
」
の
全
面
転
写
に
「
銅
銭
」
三
〇
万
貫
文
を
要
し
た
が
、
首
里
金
城
村
の
津
波

古
筑
登
之
親
雲
上
信
純
（
秦
廷
檣
）
と
那
覇
東
村
の
宮
城
筑
登
之
の
母
二
人
が
そ
れ

ぞ
れ
一
六
万
貫
文
を
献
納
し
て
余
剰
さ
え
生
じ
て
い
る

（
７
）

。
こ
の
額
が
新
参
士
族
が
譜

代
の
家
格
に
上
り
、
無
系
の
家
族
が
士
族
身
分
に
な
る
相
場
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
（
８
）

。
譜
代
の
家
譜
に
は
同
治
五
年
（
一
八
七
〇
）
生
ま
れ
の
九
世
昭
裕
ま
で
掲
載
さ

れ
て
い
る
が
、
八
世
昭
保
は
若
年
な
の
で

（
９
）

、
実
際
に
家
運
を
高
め
た
の
は
真
鶴
で
あ

り
、
生
没
年
が
家
譜
に
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
健
在
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
夫
昭

常
（
一
八
一
八
～
一
八
五
二
年
）
の
生
前
に
も
「
錢
千
貫
文
」
の
献
金
を
行
っ
て
い

る
。
た
だ
し
、
昭
常
は
若
狭
町
村
嫡
子
と
な
っ
て
い
る
が
、
譜
代
の
家
譜
で
も
位
階

は
赤
冠
の
小
橋
川
筑
登
之
の
ま
ま
で
あ
る
。
百
姓
も
ま
た
単
独
な
い
し
共
同
の
自
普

請
な
ど
で
褒
賞
を
受
け
た
。
筑
登
之
な
ど
称
号
や
褒
状
が
下
賜
さ
れ
、『
球
陽
』
に

も
掲
載
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
百
姓
身
分
の
ま
ま
で
あ
り
、
子
孫
に
ま
で
余
得
を
及

ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
真
鶴
の
父
は
慎
姓
東
恩
納
筑
登
之
寛
務
で
あ
る
。
こ
ち
ら

は
早
い
時
期
か
ら
譜
代
・
新
参
に
分
か
れ
て
お
り

）
10
（

、
現
存
す
る
新
参
の
家
譜
を
参
照

し
て
も
並
行
す
る
譜
代
の
家
系
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

こ
の
鉏
姓
小
橋
川
家
の
家
譜
冊
分
け
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
と
、
近
世
初
期
に

遡
る
家
系
で
あ
っ
て
も
王
朝
末
期
に
至
る
ま
で
家
譜
を
新
造
す
る
機
会
や
必
要
性
が

希
薄
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
近
世
に
家
譜
制
度
が
導
入
さ
れ
て
系
図
持
ち

と
い
う
身
分
が
固
定
化
さ
れ
た
と
は
い
っ
て
も
、
数
世
代
を
経
て
あ
る
程
度
の
事
績

が
な
け
れ
ば
、
家
譜
を
仕
立
て
よ
う
に
も
書
き
よ
う
が
な
い
。
第
一
尚
氏
時
代
の
中

城
城
主
で
あ
っ
た
護
佐
丸
を
元
祖
と
す
る
毛
姓
も
例
外
で
は
な
い
よ
う
に

）
11
（

、
元
祖
か

ら
さ
ら
に
祖
先
を
遡
及
し
て
、
そ
の
事
績
や
由
緒
な
ど
を
盛
り
込
む
こ
と
が
認
め
ら

れ
て
い
な
い
点
も
一
世
代
で
冊
子
体
の
家
譜
が
作
れ
な
い
こ
と
に
つ
な
が
る
。
あ
ら

か
じ
め
空
白
の
料
紙
を
綴
じ
た
書
冊
を
解
い
て
家
譜
が
仕
次
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
も

推
測
さ
れ
る
が
、
管
見
で
は
そ
う
し
た
記
述
を
知
ら
な
い
し
、
現
物
を
も
っ
て
示
す

こ
と
も
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
士
族
家
庭
の
常
態
と
し
て
指
摘
し
た
い
の
は
、
生
子

証
文
や
辞
令
書
・
褒
状
・
覚
・
言
上
写
な
ど
の
文
書
原
本
を
保
管
し
、
あ
る
程
度
経

過
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
事
績
を
認
証
す
る
〝
仕
次
書
〟
を
作
成
し
て
も
ら
い
、
さ
ら

に
家
族
の
忌
日
法
号
を
書
付
に
ま
と
め
、
こ
れ
を
家
譜
の
仕
立
て
や
仕
次
な
い
し
冊

分
け
の
際
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
過
渡
的
な
状
況
で
あ
る
。

　

小
橋
川
家
文
書
に
は
真
鶴
の
功
労
に
つ
い
て
記
し
褒
賞
を
願
う
冊
子
が
あ
る
。
印

判
は
な
い
が
家
譜
と
同
じ
く
錦
を
用
い
た
美
麗
な
装
丁
で
あ
る
。
こ
れ
を
公
的
に
裏

付
け
る
の
が
真
鶴
に
よ
る
献
金
に
関
す
る
「
覚
写
」
を
転
写
し
た〝
仕
次
書
〟
で
あ
る
。

鉏
姓
小
橋
川
家
伝
世
の
生
子
証
文
と
〝
仕
次
書
〟
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
家
譜
に
反
映

さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
家
譜
に
集
約
さ
れ
て
保
管
す
る
必
要
性
が
低
下
し
、
い
ず

れ
処
分
さ
れ
る
〝
仕
次
書
〟
原
本
が
遺
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
小
橋
川
家
文
書
の

史
料
的
価
値
は
高
い
と
い
え
よ
う
。

　
　

【
新
參
鉏
姓
家
譜　

正
統
】

　
　
　

序
夫
考
祖
父
小
橋
川
筑
登
之
親
雲
上
者
、
童
名
眞
蒲
戸
、
號
宗
安
。
崇
禎
十
年
丁

－ 2 －
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丑
八
月
十
五
日
生
。
其
父
母
未
詳
。

尚
貞
王
世
代

康
煕
十
二
年
癸
丑
十
二
月
二
十
日
、
琉
假
屋
爲
手
代
、
赤
八
巻
頂
戴
。
次
年
甲

寅
五
月
到
薩
州
、
同
十
五
年
丙
辰
十
月
歸
國
矣
。

康
煕
十
五
年
丙
辰
十
二
月
五
日
、
叙
筑
登
之
座
敷
。

康
煕
十
六
年
丁
巳
七
月
朔
日
、
爲
砂
糖
座
筆
者
。

康
煕
十
七
年
戊
午
、
進
貢
才
府
毛
姓
安
里
親
雲
上
美
清
赴
中
華
時
、
爲
五
主
。

同
十
九
年
庚
申
六
月
、
歸
國
矣
。

康
煕
十
九
年
庚
申
、
進
貢
才
府
馮
姓
具
志
親
雲
上
清
親
赴
中
華
時
、
爲
火
五
主
。

同
二
十
一
年
壬
戌
、
歸
國
矣
。

康
煕
二
十
三
年
甲
子
、
評
價
御
物
宰
領
武
姓
眞
境
名
親
雲
上
宗
政
赴
薩
州
時
、

荷
付
五
主
。
同
年
十
月
、
歸
國
矣
。

康
煕
二
十
五
年
丙
寅
、
進
貢
才
府
倪
姓
屋
部
親
雲
上
宗
朋
赴
中
華
時
、
爲
火
五

主
。
同
年
十
月
二
十
四
日
、
叙
黄
冠
。

同
十
二
月
、
開
船
赴
閩
時
、
於
洋
中
逢
逆
風
漂
着
宮
古
嶋
。

次
年
五
月
、
歸
到
那
覇
津
。
九
月
、
再
開
船
到
閩
。
同
二
十
七
年
戊
辰
六
月
、

歸
國
矣
。

康
煕
二
十
七
年
戊
辰
、
御
物
宰
領
倪
姓
屋
部
親
雲
上
宗
朋
赴
薩
州
時
、
爲
荷
付

五
主
。
同
年
十
一
月
、
歸
國
矣
。

康
煕
四
十
二
年
癸
未
四
月
二
十
三
日
、
不
禄
。
壽
六
十
六
。

此
人
勤
五
主
役
、
故
康
煕
五
捨
一
年
壬
辰
十
二
月
二
十
六
日
得
訟
、
其
嫡
以
昭

昌
爲
系
祖
也
。

　
　
　

紀
録

　
　
　
　
　

系
図
略
（
図
１
／
２
参
照
）　
　
　
　
　

　
新
參
一
世
昭
昌
　
小
橋
川
筑
登
之

童
名
眞
三
良
。
唐
名
鉏
應
基
。
行
一
。
順
治
十
七
年
庚
子
四
月
二
十
三
日
生
。

父
小
橋
川
筑
登
之
親
雲
上
。

母
久
米
村
古
波
藏
尓
也
女
眞
牛
。

室
榮
氏
山
城
親
雲
上
基
胖
女
思
玉
。

長
女
眞
加
戸
。
康
煕
二
十
二
年
癸
亥
七
月
四
日
生
。
嫁
于
桓
氏
山
城
筑
登
之
嘉

冨
。

新
參
長
男
昭
盛
。

新
參
次
男
昭
明
。
翁
氏
我
謝
筑
登
之
重
義
、
因
無
嗣
子
、
蒙
爲
猶
子
。

尚
貞
王
世
代

康
煕
十
三
年
甲
寅
八
月
二
十
四
日
、
結
欹
髻
。

康
煕
二
十
九
年
庚
午
十
二
月
二
日
、
爲
尚
氏
眞
壁
王
子
朝
禎
儀
者
、
叙
筑
登
之

座
敷
。

康
煕
五
十
年
辛
卯
三
月
朔
日
、
不
禄
。
享
年
五
十
二
。
號
自
性
。

　
新
參
二
世
昭
盛
　
小
橋
川
尓
也

童
名
眞
樽
。
唐
名
鉏
文
徳
。
行
一
。
康
煕
二
十
六
年
丁
卯
七
月
十
六
日
生
。

父
昭
昌
。

母
榮
氏
思
玉
。

室
査
氏
國
吉
筑
登
之
親
雲
上
眞
韶
女
眞
龜
。

長
女
眞
牛
。
康
煕
四
十
八
年
己
丑
正
月
十
日
生
。

次
女
眞
蒲
戸
。
康
煕
五
十
年
辛
卯
十
一
月
二
十
二
日
生
。

新
參
長
男
昭
致
。

新
參
次
男
昭
末
。
封
氏
嘉
手
納
筑
登
之
助
潮
、
因
無
嗣
子
、
奏
訟
爲
嗣
子
。

尚
貞
王
世
代

康
煕
四
十
二
年
癸
未
八
月
九
日
、
結
欹
髻
。

康
煕
六
十
一
年
壬
寅
三
月
十
二
日
、
請
訟
以
四
月
八
日
剃
髪
而
名
安
仙
。
自
康

煕
四
十
三
年
甲
申
始
随
岐
仙
學
醫
道
、
其
後
同
五
十
九
年
更
随
安
忠
亦
學
。

本
年
六
月
二
十
四
日
、
不
禄
。
享
年
三
十
六
。
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新
參
三
世
昭
致
　
小
橋
川
筑
登
之
親
雲
上

童
名
樽
金
。
唐
名
鉏
廷
璉
。
行
一
。
康
煕
五
十
三
年
甲
午
正
月
十
二
日
生
。

父
昭
盛
。

母
査
氏
眞
龜
。

室
糜
氏
上
里
筑
登
之
親
雲
上
良
興
女
眞
牛
。

長
女
思
龜
。
乾
隆
二
年
丁
巳
十
月
九
日
生
。

新
參
長
男
昭
政
。

次
女
眞
蒲
戸
。
乾
隆
十
八
年
癸
酉
七
月
十
九
日
生
。

尚
敬
王
世
代

雍
正
七
年
己
酉
九
月
二
十
日
、
結
欹
髻
。

乾
隆
三
年
戊
午
十
二
月
十
七
日
、
爲
久
米
村
筆
者
、
叙
筑
登
之
座
敷
。
勤
役
九

箇
月
也
。

乾
隆
十
五
年
庚
午
六
月
六
日
、
爲
仕
上
世
座
筆
者
。

尚
穆
王
世
代

乾
隆
十
六
年
辛
未
十
二
月
二
十
三
日
、
仕
上
世
座
筆
者
役
之
時
、
因
公
務
冝
辨

蒙
褒
賞
。
其
書
左
記
焉
。

　
　
　
　

覺
（
原
文
草
書
）

午
七
月
与
里
未
六
月
迄
仕
上
世
座
役
人

久
場
里
之
子
親
雲
上

照
屋
筑
登
之
親
雲
上

嶋
袋
里
之
子
親
雲
上

小
橋
川
筑
登
之
親
雲
上

　
　
　

 

右
者
役
中
帳
内
無
出
入
相
調
引
合
方
等
無
、
近
々
相
濟
候
段
被
申
出
神
妙
存

候
。
此
与
右
之
面
ヽ
江
口
達
ニ
而
可
申
渡
候
也
。

　
　
　
　

未

十
二
月
廿
三
日　
　
　
　

　
　
　

三
司
官　
　
　
　

　
　
　

勘
定
奉
行　
　
　
　
　
　
　
　

乾
隆
十
九
年
甲
戌
八
月
二
十
八
日
、
因
國
将
請
封
奉
令
、
爲
考
定
諸
事
之
筆
者
。

乾
隆
二
十
年
乙
亥
十
一
月
四
日
、
爲
冊
封
天
使
賁
臨
之
事
、
奉
憲
令
爲
久
米
村

日
帳
筆
者
。
因
是
翌
年
丙
子
十
月
十
日
、
從
正
副
使
大
人
賜
親
筆
各
貳
張
。

乾
隆
二
十
二
年
丁
丑
四
月
十
二
日
、
叙
黄
冠
。

本
年
四
月
二
日
、
因
例
外
特
遣
大
通
事
鄭
允
迪
大
嶺
親
雲
上
、
駕
船
接
回
謝
恩

法
司
・
王
舅
等
（
法
司
王
舅
・
宮
平
親
方
馬
宣
哲
、
紫
金
大
夫
根
路
銘
親
方
鄭

秉
哲
）
奉
命
爲
其
外
附
筆
者
、
於
唐
禮
良
禮
物
若
于

（
干
カ
）等

事
全
竣
、
同
十
二
月

二
十
一
日
、
那
覇
開
船
到
馬
齒
山
俟
風
。
翌
年
正
月
二
十
一
日
、
開
洋
。
同
五

日
、
到
閩
。
此
時
有
泊
村
馬
艦
一
隻
飄
來
在
閩
。
奉
王
舅
令
、
同
北
京
大
筆
者

源
河
里
之
子
親
雲
上
向
永
康
營
養
其
難
人
五
名
、
又
奉
令
同
彼
修
葺
接
回
王
舅

原
船
、
晝
夜
勤
勞
、
又
赴
布
政
司
衙
門
、
収
領
本
國
撫
恤
随
封
人
等
銀
両
伍
百

陸
拾
三
貫
陸
百
伍
拾
目
。（
封
船
在
久
米
嶋
破
壊
、
各
役
貨
物
多
失
、
強
求
撫

恤
本
國
給
發
銀
兩
、
皇
上
追
還
其
銀
）
日
夜
看
守
、
帶
回
交
納
、
至
若
在
洋
遭

勤
勞
。
六
月
六
日
、
五
虎
開
洋
、
因
風
不
順
漂
至
大
嶋
。
彼
地
出
洋
、
陡
遭
颶

風
、
船
幾
沈
溺
、
砍
桅
拾
舵
、
槓

（
杠
）

椇
盡
失
。
茲
又
奉
令
、
晝
夜
指
揮
水
手
、
出

力
保
船
、
既
經
數
日
、
被
風
波
稍
息
、
令
作
権
桅
権
舵
、
漂
流
日
久
、
水
糧
已

盡
。
幸
取
得
口
永
良
部
嶋
、
嶋
小
而
米
糧
木
材
甚
少
。
因
又
承
令
同
彼
率
領
船

匠
等
敢
冒
風
波
航
至
屋
久
嶋
、
一
面
懇
求
糧
米
發
送
救
急
、
一
面
率
匠
入
杣
採

買
桅
樹
木
等
、
回
船
補
配
槓

（
杠
）

柤
（
椇
）

。
諸
凡
公
務
與
貢
接
船
筆
者
不
異
而
勤
勞
。
九

月
十
八
日
、
彼
地
開
船
。
同
二
十
三
日
、
歸
國
。
乃
以
謝
恩
衙
門
禮
銀
禮
物
併

閩
贍
養
難
人
修
葺
船
費
用
及
在
屋
久
嶋
採
買
物
件
逐
一
造
冊
、
開
消
無
錯
、
全

竣
。

乾
隆
二
十
四
年
己
卯
六
月
朔
日
、
爲
砂
糖
座
大
屋
子
。

乾
隆
二
十
八
年
癸
未
二
月
朔
日
、爲
八
重
山
嶋
在
番
筆
者
。
翌
年
三
月
十
九
日
、
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那
覇
開
船
到
馬
齒
山
。
同
二
十
二
日
、
彼
地
開
洋
。
同
二
十
四
日
、
到
八
重
山

石
垣
津
。
公
務
全
竣
、
同
三
十
一
年
丙
戌
五
月
二
十
日
、
石
垣
津
開
船
。
同

二
十
四
日
、
歸
朝
得
命
。
此
時
在
番
向
氏
仲
田
里
之
子
親
雲
上
朝
知
、
同
僚
向

氏
親
泊
里
之
子
親
雲
上
朝
孝
也
。

乾
隆
三
十
二
年
丁
亥
十
二
月
七
日
、
爲
給
地
御
藏
大
屋
子
。

乾
隆
三
十
八
年
癸
巳
六
月
七
日
、
爲
寄
大
和
横
目
。
勤
役
二
十
箇
月
也
。

乾
隆
四
十
年
乙
未
二
月
朔
日
、
再
爲
寄
大
和
横
目
。
勤
役
十
二
箇
月
也
。

本
年
五
月
十
二
日
、
爲
送
迎
進
貢
唐
船
之
勤
番
、
到
馬
齒
山
。
翌
年
三
月
十
一

日
、
公
務
全
竣
、
歸
京
。

本
年
十
二
月
十
日
、
叙
座
敷
。

本
年
本
月
二
十
七
日
、
爲
大
和
横
目
。

乾
隆
四
十
一
年
丙
申
六
月
二
十
五
日
、
爲
送
迎
進
貢
唐
船
勤
番
、
到
久
米
嶋
。

翌
年
八
月
十
六
日
、
公
務
全
竣
、
歸
京
。

乾
隆
四
十
二
年
丁
酉
十
二
月
二
十
七
日
卒
。
壽
六
十
四
。
號
全
冬
。

　
新
參
四
世
昭
政
　
小
橋
川
筑
登
之
親
雲
上

童
名
眞
三
良
。
唐
名
鉏
士
英
。
行
一
。
乾
隆
八
年
癸
亥
二
月
二
十
三
日
生
。

父
昭
致
。

母
糜
氏
眞
牛
。

室
馮
氏
石
川
筑
登
之
親
雲
上
清
映
女
思
戸
。

長
女
眞
牛
。
乾
隆
三
十
年
乙
酉
二
月
十
三
日
生
。

次
女
思
龜
。
乾
隆
三
十
二
年
丁
亥
十
二
月
二
十
五
日
生
。
嘉
慶
十
九
年
甲
戌
九

月
二
十
日
死
。
享
年
四
十
八
。
號
寂
室
。

繼
室
啓
氏
渡
嘉
敷
筑
登
之
親
雲
上
綵
生
女
思
龜
。

新
參
長
男
昭
敷
。

新
參
次
男
昭
興
。
別
有
家
譜
。

新
參
三
男
昭
義
。
糜
氏
上
里
筑
登
之
親
雲
上
良
興
、
因
無
嗣
奉
訟
、
爲
養
子
。

三
女
眞
鶴
。
乾
隆
四
十
二
年
丁
酉
十
二
月
十
六
日
生
。

新
參
四
男
昭
賀

尚
穆
王
世
代

乾
隆
二
十
三
年
戊
寅
二
月
七
日
、
爲
親
見
世
若
筆
者
。

本
年
八
月
十
六
日
、
結
欹
髻
。

乾
隆
三
十
一
年
丙
戌
十
二
月
朔
日
、
叙
筑
登
之
座
敷
。

乾
隆
四
十
七
年
壬
寅
十
二
月
朔
日
、
叙
黄
冠
。

乾
隆
六
十
年
乙
卯
正
月
三
十
日
、
不
禄
。
享
年
五
十
二
。
號
心
岳
。

　
新
參
五
世
昭
敷
　
小
橋
川
筑
登
之

童
名
樽
金
。
唐
名
鉏
振
興
。
行
一
。
乾
隆
三
十
五
年
庚
寅
五
月
十
五
日
生
。

父
昭
政
。

母
啓
氏
思
龜
。

室
黎
氏
平
良
筑
登
之
親
雲
上
宗
惠
女
眞
龜
。

新
參
長
男
昭
長
。

長
女
眞
鶴
。
乾
隆
五
十
七
年
壬
子
五
月
六
日
生
。

尚
穆
王
世
代

乾
隆
五
十
年
乙
巳
十
月
十
日
、
結
欹
髻
。

尚
成
王
世
代

嘉
慶
八
年
癸
亥
十
二
月
朔
日
、
叙
筑
登
之
座
敷
。

號
本
然
。

　
新
參
六
世
昭
長

童
名
眞
三
良
。
唐
名
鉏
克
進
。
行
一
。
乾
隆
五
十
四
年
己
酉
十
一
月
十
八
日
生
。

父
昭
敷
。

母
黎
氏
眞
龜
。

室
蔡
氏
翁
長
筑
登
之
親
雲
上
武
休
女
眞
呉
勢
。

新
參
長
男
昭
仲
。
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新
參
嗣
子
昭
恭
。

尚
成
王
世
代

　
　

嘉
慶
八
年
癸
亥
十
月
十
五
日
、
結
欹
髻
。

尚
灝
王
世
代

　
　

道
光
二
年
壬
午
十
二
月
朔
日
、
叙
筑
登
之
座
敷
。

尚
育
王
世
代

　
　

道
光
十
七
年
丁
酉
十
二
月
朔
日
、
叙
黄
冠
。

　
新
參
七
世
昭
仲

　
　

童
名
樽
金
。
唐
名
鉏
當
時
。
行
一
。
嘉
慶
十
五
年
庚
午
十
月
十
九
日
生
。

　
　

父
昭
長
。

　
　

母
蔡
氏
眞
呉
勢
。

尚
灝
王
世
代

　
　

道
光
四
年
甲
申
六
月
十
日
、
結
欹
髻
。

　
　

本
年
八
月
十
三
日
、
不
禄
。
享
年
十
五
。
號
安
心
。

　
新
參
七
世
昭
恭

童
名
眞
三
良
。
唐
名
鉏
觀
善
。
道
光
十
七
年
丁
酉
九
月
三
日
生
。
雖
爲
實
父
糜

氏
上
里
筑
登
之
良
憲
、
母
葉
氏
福
原
筑
登
之
親
雲
上
兼
夘
女
眞
牛
。
昭
長
因
無

嗣
子
、
咸
豐
六
年
丙
辰
五
月
三
日
、
奏
請
爲
嗣
子
。

父
昭
長
。

母
蔡
氏
眞
呉
勢
。

室
牛
氏
我
謝
筑
登
之
親
雲
上
秀
範
女
眞
蒲
戸
。

長
女
思
龜
。
同
治
六
年
丁
卯
六
月
四
日
生
。

新
參
長
男
昭
榮
。

尚
泰
王
世
代

　
　

咸
豐
元
年
辛
亥
十
月
八
日
、
結
欹
髻
。

　
　

同
七
年
丁
巳
十
二
月
朔
日
、
叙
筑
登
之
座
敷
。

　
新
參
八
世
昭
榮

童
名
樽
金
。
唐
名
鉏
維
新
。
行
一
。
同
治
七
年
戊
辰
七
月
十
一
日
生
。

父
昭
恭
。

母
牛
氏
眞
蒲
戸
。

【
譜
代
鉏
姓
家
譜　

支
流
】

　
　
　
　
　

系
図
略
（
図
３
）
参
照　
　
　
　
　

　
　

紀
録

　
新
參
五
世
昭
興
　
小
橋
川
尓
也

童
名
思
次
郎
。
唐
名
鉏
振
聲
。
行
二
。
乾
隆
三
十
九
年
甲
午
九
月
十
七
日
生
。

父
鉏
應
基
小
橋
川
筑
登
之
昭
昌
四
世
鉏
士
英
小
橋
川
筑
登
之
親
雲
上
昭
政
。

母
啓
氏
渡
嘉
敷
筑
登
之
親
雲
上
綏
生
思
龜
。

室
荊
氏
金
城
筑
登
之
親
雲
上
秀
厚
女
眞
蒲
戸
。
乾
隆
三
十
九
年
甲
午
七
月
二
十

日
生
。
咸
豐
二
年
壬
子
三
月
十
日
死
。
壽
七
十
九
。
號
仙
室
。

長
女
眞
牛
。
嘉
慶
二
年
丁
巳
十
二
月
二
十
三
日
生
。

新
參
長
男
昭
全
。

尚
穆
王
世
代

　
　

乾
隆
五
十
三
年
戊
申
十
二
月
二
十
六
日
、
結
欹
髻
。

　
　

嘉
慶
九
年
甲
子
八
月
八
日
、
不
禄
。
享
年
三
十
一
。
號
信
士
。

　
新
參
六
世
昭
全

童
名
眞
蒲
戸
。
唐
名
鉏
永
昌
。
行
一
。
嘉
慶
八
年
癸
亥
二
月
四
日
生
。

父
昭
興
。

母
氏
眞
蒲
戸
。

新
參
跡
目
昭
常
。

嘉
慶
十
六
年
辛
未
正
月
十
三
日
殤
。
享
年
九
。
號
榿
花
。

　
新
參
七
世
昭
常

童
名
眞
三
良
。
唐
名
鉏
必
達
。
行
一
。
嘉
慶
二
十
二
年
丁
丑
十
二
月
二
十
日
生
。
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原
係
父
崔
氏
大
嶺
筑
登
之
親
雲
上
自
本
。
母
鉏
姓
小
橋
川
仁
屋
昭
興
女
眞
牛
。

外
戚
之
叔
父
昭
全
、因
早
死
、道
光
七
年
丁
亥
十
一
月
二
十
八
日
、奏
訟
爲
跡
目
。

室
慎
姓
東
恩
納
筑
登
之
寛
務
女
眞
鶴
。

譜
代
長
男
昭
保
。

長
女
眞
牛
。
道
光
二
十
九
年
己
酉
正
月
二
十
三
日
生
。

次
女
眞
蒲
戸
。
咸
豐
元
年
辛
亥
九
月
十
日
生
。

尚
灝
王
世
代

　
　

道
光
十
二
年
壬
辰
二
月
三
日
、
結
欹
髻
。

尚
育
王
世
代

　
　

道
光
十
七
年
丁
酉
十
二
月
朔
日
、
爲
問
役
、
叙
筑
登
之
座
敷
。

　
　

道
光
二
十
年
庚
子
十
二
月
朔
日
、
爲
問
役
。

　
　

道
光
二
十
一
年
辛
丑
二
月
三
十
日
、
賞
賜
木
綿
布
一
端
。
其
書
記
于
左
。

　
　
　
　

覺
（
原
文
草
書
）

　
　

木
綿
布
一
端

若
狭
町
村
嫡
子　
　
　

小
橋
川
筑
登
之

右
錢
千
貫
文
御
借
差
上
候
。

右
者
冠
船
御
入
用
銀
御
不
足
ニ
付
、
有
財
之
方
者
御
借
差
上
候
様
申
渡
候
處
、

右
通
御
借
上
ニ
而
無
利
ニ
〆
、
去
ヽ
年
中
御
返
濟
被
下
置
候
。
然
者
御
用
之
程

厚
汲
受
財
力
ニ
應
し
御
要
用
相
辨
、
殊
勝
之
至
御
座
候
間
、
爲
御
褒
美
、
右
通

被
成
下
度
奉
存
候
事
。

　

以
上

　
　

丑

　
　

二
月
廿
日

咸
豐
二
年
壬
子
三
月
二
十
一
日
、
不
禄
。
享
年
三
十
六
。
號
自
覺
。

　
譜
代
八
世
昭
保

童
名
思
龜
。
唐
名
鉏
世
寶
。
行
一
。
道
光
二
十
六
年
丙
午
十
二
月
二
十
二
日
生
。

父
昭
常
。

母
慎
氏
眞
鶴
。

室
桓
氏
宮
里
筑
登
之
良
安
女
思
戸
。

譜
代
長
男
昭
裕
。

尚
泰
王
世
代

　
　

咸
豐
三
年
癸
丑
二
月
八
日
、
母
眞
鶴
恭
蒙
賞
賜
譜
代
家
。
其
書
記
于
左
。

　
　
　
　

覺
寫
（
原
文
草
書
）

新
參
若
狭
町
村
嫡
子　

故
小
橋
川
筑
登
之　
　

　
　

妻　

　
　
　
　
　

 

右
者
追
々
冠
船
御
渡
來
ニ
付
而
者
、
莫
大
之
御
入
需
差
見
得
、
御
手
當

向
及
御
難
儀
候
段
致
承
知
、
錢
拾
六
萬
貫
文
御
借
差
上
度
願
申
出
、
殊

勝
之
心
入
一
稜
之
御
奉
公
候
間
、
爲
御
褒
美
譜
代
家
被
成
下
子
孫
江
茂

相
續
被
仰
付
被
下
度
奉
存
候
事
。

　
　
　
　
　
　

以
上

　

丑

　
　

二
月
八
日

尚
泰
王
世
代

　
　

咸
豐
九
年
己
未
二
月
十
八
日
、
爲
親
見
世
若
筆
者
。
勤
役
一
箇
年
。

　
　

咸
豐
十
年
庚
申
二
月
二
十
二
日
、
結
欹
髻
。

　
譜
代
九
世
昭
裕

童
名
松
金
。
唐
名
鉏
火
光
。
行
一
。
同
治
五
年
丙
寅
六
月
二
十
三
日
生
。

父
昭
保
。

母
桓
氏
思
戸
。
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真
鶴

出
継

糜
良
興

上
里
筑
登
之
親
雲
上

父
平
良
筑
登
之
親
雲
上

   

黎
宗
惠

鉏
姓
小
橋
川
家
系
図

真
加
戸

昭
盛

小
橋
川
筑
登
之

鉏
応
基

昭
昌

1660
1711

思
玉

父
山
城
親
雲
上

　栄
基
胖

1683 生
1687 
1720

小
橋
川
筑
登
之

親
雲
上

昭
致

昭
末

真
牛

思
亀

昭
政

思
戸

昭
政
継
室

真
蒲
戸

真
牛

思
亀

昭
敷

真
亀

昭
興

真
蒲
戸

昭
義

昭
賀

昭
長

真
鶴

真
牛

昭
全

⎧
⎩

⎫
⎭

⎧
⎩

⎫
⎭

父
上
里
筑
登
之
親
雲
上

   

糜
良
興

1743 
1795
⎧
⎩

⎫
⎭

1765 生

父
石
川
筑
登
之
親
雲
上

   

馮
清
映

思
亀

1753 生

1770
1804
⎧
⎩

⎫
⎭

1744 
1864

1790 生1792 生

小
橋
川
筑
登
之

親
雲
上

小
橋
川
筑
登
之

1778 生

昭
明

夫
山
城
筑
登
之

桓
嘉
冨

小
橋
川
尓
也

真
亀

父
国
吉
筑
登
之
親
雲
上

   

査
真
韶

出
継

翁
重
義

我
謝
筑
登
之
親
雲
上

真
牛

1709 生

真
蒲
戸

1711 生

出
継

封
助
潮

嘉
手
納
筑
登
之

1737 生

父
渡
嘉
敷
筑
登
之
親
雲
上

   

啓
綵
生

1768
1814
⎧
⎩

⎫
⎭

小
橋
川
尓
也1774 

1852
⎧
⎩

⎫
⎭

父
金
城
筑
登
之
親
雲
上

   

荊
秀
厚

父
翁
長
筑
登
之
親
雲
上

   

蔡
武
休

真
呉
勢

崔
自
本

大
嶺
筑
登
之
親
雲
上

1803 
1811
⎧
⎩

⎫
⎭

殤

昭
仲

真
蒲
戸

昭
常

昭
長
跡
目

実
父
糜
良
憲

上
里
筑
登
之

父
我
謝
筑
登
之
親
雲
上

   

牛
秀
範1818 

1852
⎧
⎩

⎫
⎭

1810 
1824
⎧
⎩

⎫
⎭

昭
恭

1837生

昭
全
跡
目

真
鶴

父
東
恩
納
筑
登
之

   

慎
寛
務

思
亀

1867 生

昭
栄

1868 生

昭
保

1847 生

思
戸

真
牛

1849 生

昭
裕

1866 生

父
宮
里
筑
登
之

   

桓
良
安

真
蒲
戸

1851 生

⎧
⎩

⎫
⎭

1798 生

1714
1778
⎧
⎩

⎫
⎭

父
小
橋
川
筑
登
之

親
雲
上
宗
安

母
久
米
村
古
波
蔵

尓
也
娘
真
牛

－ 8 －
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以
上
、
家
譜
紀
録
か
ら
見
る
鉏
姓
小
橋
川
家
の
軌
跡
で
著
し
い
事
績
を
示
す
の
が

三
世
昭
致
（
一
七
一
四
～
一
七
七
七
年
）
で
あ
る
。
昭
致
は
尚
敬
王
代
に
久
米
村
筆

者
を
経
て
薩
摩
へ
の
上
納
米
発
送
業
務
に
従
事
し
褒
賞
を
受
け
て
い
る
。
尚
穆
王
の

冊
封
後
に
派
遣
さ
れ
た
謝
恩
使
に
加
わ
り
、
八
重
山
在
番
筆
者
と
し
て
石
垣
島
に
渡

り
、
進
貢
船
を
支
援
す
る
た
め
座
間
味
島
・
久
米
島
に
渡
り
、
そ
の
間
に
大
和
横
目

を
三
度
こ
な
し
、
砂
糖
座
や
給
地
御
蔵
の
大
屋
子
も
勤
め
た
。
そ
の
才
覚
を
多
い
に

発
揮
し
た
の
が
、
福
建
か
ら
の
復
路
で
あ
る
。
大
島
宇
検
港
を
経
て
出
発
し
た
が
、

悪
天
候
で
帆
柱
や
船
具
を
失
い
沖
永
良
部
島
に
漂
着
し
、
そ
こ
か
ら
糧
食
や
木
材
調

達
の
た
め
に
屋
久
島
ま
で
出
か
け
て
、
修
理
帰
港
し
た
。
船
内
に
は
泊
か
ら
出
港
し

た
漂
着
民
へ
の
清
朝
支
給
の
銀
両
精
銭
を
積
ん
で
お
り
、
そ
れ
ら
の
収
支
明
細
を
帳

簿
に
し
て
提
出
し
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

旅
役
は
常
に
無
事
往
復
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
那
覇
に
帰
港
し
な
け
れ
ば
王
府

に
と
っ
て
一
大
損
失
と
な
る
。
乾
隆
二
三
年
（
一
七
五
八
）
の
航
海
の
よ
う
に
、
た

と
え
漂
着
し
て
も
一
同
の
尽
力
に
よ
り
船
が
帰
還
す
れ
ば
、
損
害
や
出
費
が
あ
っ
て

も
利
益
は
確
保
さ
れ
る
。
他
方
に
お
い
て
、
当
人
の
能
力
と
判
断
を
越
え
た
事
態
―

遭
難
や
病
死
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
こ
の
リ
ス
ク
の
高
い
職
務
に
鉏

姓
小
橋
川
家
で
は
昭
致
以
外
に
従
事
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
経
歴
に
な
る
よ
う
な

公
務
に
就
任
し
た
こ
と
の
な
い
家
族
が
譜
代
の
家
譜
冊
分
け
を
実
現
す
る
ほ
ど
の
蓄

財
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
系
図
座
に
冊
分
け
を
認
め
て
も
ら
い
家
譜
を
仕
立
て
る
の

に
「
布
（
銭
）
百
八
拾
石
七
百
文
」
と
い
う
多
額
の
財
産
を
費
や
し
て
い
る
。
こ
れ

以
外
に
も
様
々
な
交
渉
や
手
続
き
が
あ
り
苦
心
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
て
王
朝
末
期
に
琉
球
定
式
の
家
譜
を
手
に
入
れ
た
鉏
姓
小
橋
川
家
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
家
計
に
支
障
を
来
さ
な
い
ほ
ど
の
余
裕
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
な
に
よ
り
注
目
す
べ
き
は
、
主
婦
と
し
て
た
く
み
に
家
業
を
切
り
盛
り
し

蓄
財
に
成
功
し
て

）
12
（

、
国
王
冊
封
の
大
典
の
た
め
に
献
納
ま
で
行
っ
た
こ
と
を
王
府
に

労
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
真
鶴
当
人
の
強
い
願
い
を
実
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

鉏
姓
小
橋
川
家
の
家
譜
で
は
正
統
は
八
世
、
支
流
は
元
服
前
の
九
世
で
止
ま
っ
て

い
る
が
、
九
世
以
降
に
な
る
と
、
新
参
（
正
統
）
と
譜
代
（
支
流
）
と
は
、〝
五
服
〟

の
範
囲
か
ら
は
ず
れ
た
関
係
と
な
る
。
五
服
に
つ
い
て
は
琉
球
に
も
「
五
服
図
」
が

伝
来
し
て
お
り
、親
族
の
範
囲
と
し
て
あ
る
程
度
意
識
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

小
橋
川
家
で
は
、
一
世
・
二
世
・
四
世
の
代
に
次
男
三
男
を
異
姓
に
出
継
さ
せ
て

お
り
、
三
世
昭
致
は
三
男
昭
義
に
岳
父
糜
良
興
を
継
が
せ
て
い
る
。
昭
義
か
ら
す
る

と
良
興
は
外
祖
父
で
あ
る
。
そ
し
て
、七
世
跡
目
昭
常
（
一
八
一
八
～
一
八
五
二
年
）

は
も
と
崔
氏
で
五
世
昭
興
（
一
七
七
四
～
一
八
〇
四
年
）
の
娘
真
牛
の
息
子
で
あ
る
。

真
牛
の
兄
が
亡
く
な
り
弟
も
い
な
か
っ
た
の
で
、
道
光
七
年
丁
亥
十
一
月
二
十
八
日

（
一
八
二
八
年
一
月
一
四
日
）
に
実
家
を
継
承
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
昭
興
は
物
故
し

て
お
り
、
真
牛
の
母
真
蒲
戸
が
決
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
昭
常
の
実
父
か
ら
提
出
さ
れ

た
文
書
の
写
し
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
証
文
は
昭
常
（
真
三
郎
）
が
下
儀
保

村
の
野
国
親
雲
上
を
頭
と
す
る
与
に
属
す
る
無
系
新
垣
筑
登
之
親
雲
上
の
家
内
（
世

帯
）
に
て
養
育
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
与
が
変
わ
る
こ
と
に
伴
い
、
宗
門
改

め
に
必
須
の
木
札
を
作
り
直
す
手
続
き
が
必
須
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。【
文

書
３
】
に
つ
い
て
は
、下
儀
保
村
与
中
の
連
名
人
の
写
し
と
思
し
き
書
付
が
あ
る
（
卯

十
二
月
）。
な
お
、
久
米
村
無
系
小
橋
川
筑
登
之
親
雲
上
の
娘
樽
金
は
新
参
慎
姓
寛

配
（
一
七
三
〇
～
一
七
七
六
年
）
に
嫁
い
で
い
る

）
13
（

。
こ
う
し
た
「
無
系
」
で
あ
り
な

が
ら
筑
登
之
親
雲
上
と
い
う
位
階
称
号
を
持
つ
者
が
ど
の
よ
う
な
身
分
で
あ
っ
た
の

か
に
つ
い
て
は
、
筑
登
之
座
敷
か
ら
里
之
子
座
敷
に
移
行
す
る
「
筋
目
直
り
」
と
と

も
に
他
日
を
期
し
た
い
。

　
　

【
文
書
２
】

　
　

口
上
覺

乍
恐
申
上
候
。
私
次
男
眞
三
良
事
、
去
年
奉
訟
、
久
米
村
新
參
鉏
氏
故
小
橋
川

仁
屋
跡
目
ニ
被
仰
付
候
事
御
座
候
間
、
何
卒
此
節
御
札
取
添
越
申
様
被
仰
付
被

下
度
、
奉
願
候
。
此
旨
冝
様
御
取
成
可
被
下
儀
奉
願
候
。
以
上
。
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【図１】　新参鉏姓系図（那覇市歴史博物館提供）【図２】　新参鉏姓系図（那覇市歴史博物館提供）

【図３】　譜代鉏姓系図（那覇市歴史博物館提供）
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【図６】　安平田御嶽（筆者撮影）

【図４】　新参鉏姓家譜表表紙

（那覇市歴史博物館提供）

【図５】　譜代鉏姓家譜表表紙

（那覇市歴史博物館提供）
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卯

　
　
　
　

六
月

下
儀
保
村
崔
氏
次
男　
　
　

大
嶺
筑
登
之
親
雲
上

　
　

【
文
書
３
】

　
　
　

證
文譜

代
崔
氏
嫡
子
大
嶺
筑
登
之
親
雲
上
甥
弟
次
男
大
嶺
筑
登
之
親
雲
上
次
男

眞
三
郎　
　
　

右
下
儀
保
村
野
國
親
雲
上
與
内
無
系
新
垣
筑
登
之
親
雲
上
家
内
ゟ
私
與
内
故
小

橋
川
仁
屋
女
子
眞
牛
抱
ニ
相
成
、
御
札
取
添
趣
申
候
。
爲
後
証
如
件
御
座
候
。

以
上
。

與
頭
若
狭
町
村　
　
　
　
　

宮
里
筑
登
之

　
　

野
國
親
雲
上

　
　

與
中
衆

　

こ
れ
ら
の
継
承
は
「
跡
目
」
と
特
記
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、〝
異
姓
不
養
〟

と
か
〝
昭
穆
相
当
〟
と
い
う
中
国
的
な
慣
行
と
逆
の
こ
と
で
あ
り
、
新
参
・
譜
代
両

家
と
も
異
姓
の
継
承
者
に
よ
っ
て
存
続
し
て
い
る
。
一
人
息
子
に
先
立
た
れ
た
六
世

昭
長
は
七
七
歳
の
時
、
糜
良
憲
の
一
九
歳
の
息
子
に
継
が
せ
て
い
る
。
こ
の
新
参
七

世
昭
恭
の
実
父
良
憲
と
糜
良
興
と
の
間
柄
は
不
明
で
あ
る
が
、
昭
常
は
真
牛
の
甥
の

世
代
と
ほ
ぼ
同
じ
年
齢
で
あ
る
か
ら
、イ
エ
の
継
承
者
と
し
て
不
自
然
な
感
は
な
い
。

し
か
も
そ
れ
は
正
式
な
申
請
と
審
査
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
た
法
的
行
為
で
あ
っ
て
家

譜
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
小
橋
川
家
を
め
ぐ
る
事
例
か
ら
、
那
覇
系
の
士
族
に
と
っ
て
、
五
服
の
範

囲
外
の
〝
族
人
〟
か
ら
同
姓
の
嗣
子
を
求
め
て
ま
で
父
系
の
血
統
を
永
続
さ
せ
る
こ

と
よ
り
も
、
異
姓
の
親
類
で
あ
っ
て
も
適
格
な
継
承
者
を
受
け
入
れ
、
イ
エ
の
存
続

発
展
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る

）
14
（

。
当
家
に
と
っ
て
「
唐
系
」
家
譜
へ
の

変
更
に
は
形
式
的
に
他
の
士
族
と
同
様
に
な
っ
た
と
い
う
自
尊
心
を
満
た
す
意
義
は

あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
も
っ
て
儒
教
的
な
い
し
中
国
的
な
原
理
を
受
容
し
た
と
い
う
解

釈
を
導
く
の
は
あ
ま
り
妥
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
傍
系
の
家
族
が
譜
代
に
家
格
を
上
げ
た
こ
と
が
必
ず
し
も
正
統
の
家
と
の

断
絶
や
不
仲
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
新
参
の
ま
ま
の
嫡
流

も
家
譜
新
造
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
。
新
参
七
世
昭
常
の
娘
真
蒲
戸
の
生
子
証
文
に

一
門
と
し
て
印
判
の
あ
る
小
橋
川
筑
登
之
親
雲
上
は
六
世
昭
長
で
あ
ろ
う
。
次
の
文

書
を
提
出
し
た
の
は
昭
長
で
あ
る
。

　
　

【
文
書
４
】

口
上
覺
（
角
印
）

乍
恐
申
上
候
。
私
系
図
之
儀
、
和
系
格
ニ
而
系
釣
所
差
支
候
付
、
急
度
唐
系
格

江
引
直
候
様
被
仰
渡
趣
承
知
仕
候
。
依
奉
訟
候
者
、
此
節
系
者
唐
系
格
、
禄
者

此
中
之
通
、
且
又
文
章
之
内
開
仕
兼
候
處
、
添
召
證
仕
候
様
、
被
仰
付
被
下
度

奉
願
候
。
此
旨
諸
所
成
可
被
下
儀
奉
願
候
。
以
上
。

亥

　
　
　

十
月

久
米
村
鉏
氏　
　
　
　
　
　
　
　

小
橋
川
筑
登
之
（
印
）

昭
長
（
添
え
書
き
）

譜
代
の
方
で
も
、
昭
常
の
子
女
の
た
め
に
文
書
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
冊
分
け
を
前

に
し
て
記
録
原
簿
の
点
検
と
加
筆
を
要
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
こ
で
は
、
一
門
の

昭
長
で
は
な
く
、
真
鶴
の
名
代
と
し
て
男
性
が
提
出
し
て
い
る
。

　
　

【
文
書
５
】

朱
札
改
帳
引
合
（
朱
字
、
印
）　

　
　

覺
（
角
印
）
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嫡
子　

小
橋
川
思
龜

女
子　

真
蒲
戸　
　

右
去
丑
年
、
譜
代
家
被
仰
付
置
候
間
、
御
朱
印
系
図
御
引
直
之
上
、
此
節
御
改

帳
面
御
引
合
通
申
様
被
仰
付
度
奉
願
候
。
此
旨
冝
様
御
所
成
可
被
下
儀
奉
候
。

以
上
。

未

　
　
　

五
月

若
狭
町
村
嫡
子
小
橋
川
筑
登
之
妻
名
代　

安
里
子
（
印
）

　

こ
う
し
て
鉏
姓
小
橋
川
家
は
分
岐
し
た
。『
氏
集
』
十
六
番
で
は
新
参
が
大
宗
を

継
ぐ
家
と
し
て
譜
代
の
前
に
配
さ
れ
て
い
る

）
15
（

。
三
世
昭
致
を
除
き
、
ど
ち
ら
の
家
譜

に
も
め
ぼ
し
い
経
歴
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
官
職
に
よ
る
俸
禄
や
役
得
以
外

の
別
の
経
済
的
基
盤
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
商
工
業
以
外
に
考
え
ら
れ
な

い
）
16
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
家
業
が
具
体
的
に
何
で
あ
っ
た
の
か
、
家
伝
資
料
か
ら

も
窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
那
覇
・
泊
の
新
参
士
族
は
産
業
振
興
や
工
芸
品
製
作
や

進
貢
・
上
国
に
お
け
る
操
船
な
ど
卓
越
し
た
特
技
が
評
価
さ
れ
て
な
っ
た
も
の
が
ほ

と
ん
ど
だ
と
い
わ
れ
る

）
17
（

。
献
納
も
好
調
な
家
業
を
反
映
し
て
い
る
。
新
参
慎
姓
東
恩

納
家
で
は
、
下
の
座
十
五
人
表
を
構
成
す
る
日
帳
主
取
に
よ
っ
て
筆
づ
く
り
が
評
価

さ
れ
た
こ
と
が
、
士
族
身
分
再
認
証
の
契
機
と
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
家
業
と
し
て
続

い
た
よ
う
で
は
な
い

）
18
（

。
那
覇
・
泊
の
新
参
士
族
は
状
況
に
応
じ
て
家
業
を
選
択
し
与

に
近
い
範
囲
内
で
住
居
も
移
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
久
米
村
に
は
「
島

中
」
と
呼
ば
れ
た
世
帯
が
あ
る
。
鉏
姓
小
橋
川
家
の
〝
仕
次
書
〟
の
表
紙
に
は
久
米

村
と
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
姻
戚
関
係
も
あ
り
公
務
上
の
関
わ
り
も
あ
っ
た
。
鉏

姓
小
橋
川
家
は
一
貫
し
て
若
狭
町
村
の
与
中
に
属
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
久
米

村
の
出
身
で
な
く
て
も
、
売
り
や
貸
し
に
出
さ
れ
た
家
屋
敷
に
住
む
者
が
珍
し
く
な

か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

鉏
姓
小
橋
川
家
に
大
き
な
転
機
を
も
た
ら
し
た
御
借
上
と
い
う
名
目
の
献
金
は
王

府
に
と
っ
て
貴
重
な
財
源
で
あ
っ
て

）
19
（

、
七
世
小
橋
川
筑
登
之
昭
常
に
下
賜
さ
れ
た
木

綿
な
ど
代
価
と
し
て
全
く
釣
り
合
う
も
の
で
は
な
い
。
御
借
上
の
文
言
で
は
金
銭
の

み
な
ら
ず
余
剰
物
は
何
で
も
供
出
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
例
が
多
い
。こ
う
し
て
、

方
々
か
ら
集
め
ら
れ
た
物
品
は
献
金
し
た
者
に
何
ら
か
の
見
返
り
を
与
え
る
こ
と
を

可
能
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
御
借
上
に
応
じ
た
者
に
と
っ
て
褒
美
の
品
そ
の
も
の

の
利
得
よ
り
も
、
下
賜
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
家
譜
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
最
大
の

動
機
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

首
里
王
府
の
向
姓
も
含
め
た
士
族
層
に
対
す
る
姿
勢
の
一
つ
と
し
て
、
一
定
の
世

代
が
経
過
す
る
と
、
兄
弟
各
自
を
一
世
と
し
た
家
系
に
分
岐
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家

譜
を
持
た
せ
る
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
れ
が
冊
分
け
と
関
連
し
て
い
る

）
20
（

。
譜
代
小

橋
川
家
の
家
譜
の
序
で
も
明
確
で
あ
る
が
、
嫡
流
で
な
い
限
り
、
そ
れ
以
降
の
祖
先

と
一
世
の
記
録
は
簡
潔
な
も
の
と
な
る
。
そ
こ
に
は
、
親
族
集
団
の
拡
大
を
抑
制
す

る
よ
う
な
政
策
的
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。
鉏
姓
小
橋
川
家
の
場
合
、
王
府
の
意
向
で

は
な
く
、
多
額
な
献
金
に
見
合
う
措
置
と
し
て
、
譜
代
の
格
式
を
与
え
る
た
め
に
分

岐
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
特
異
な
点
と
い
え
よ
う
。

第
二
章
　
小
橋
川
家
文
書
に
お
け
る
「
鄧
姓
家
譜
序
」
と
系
図

　

鉏
姓
小
橋
川
家
の
家
譜
の
序
文
を
見
る
と
、
一
世
昭
昌
の
父
小
橋
川
筑
登
之
親
雲

上
の
履
歴
の
み
を
示
す
に
過
ぎ
ず
、
定
型
化
し
た
文
章
や
修
辞
な
ど
全
く
な
い
こ
と

が
目
を
引
く
。
他
方
に
お
い
て
、
小
橋
川
家
文
書
に
は
、
二
冊
の
家
伝
文
献
「
古
来

紀
録
書
」（
明
治
三
八
年
四
～
五
月
）
と
「
南
風
原
間
切
兼
城
村
大
屋
嘉
手
苅
筑
登

之
親
雲
上
墓
之
伝
書
ゟ
写
之
」（
丑
八
月
吉
日
）
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
鄧
姓
小
橋

川
親
雲
上
が
尚
稷
（
尚
円
王
・
尚
宣
威
王
兄
弟
の
父
の
名
称
）
の
末
裔
で
あ
る
と

か
）
21
（

、
鄧
姓
小
橋
川
親
雲
上
が
義
本
王
（
舜
天
王
の
孫
で
英
祖
に
譲
位
し
た
と
い
う
）

の
子
孫
今
帰
仁
按
司
を
祖
と
す
る
兼
城
按
司
の
聟
と
し
て
家
系
を
継
ぎ
国
王
に
認
め

－ 13 －
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ら
れ
た
と
い
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
成
立
年
代
も
情
報
の
出
所
も
異
な
る
せ

い
か
、
相
互
に
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
の
は
首
肯
で
き
る
と
し
て
も
、
こ
の
故
事
来

歴
は
近
世
の
首
里
王
府
に
と
っ
て
決
し
て
容
認
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
か
ろ
う

）
22
（

。
後
者
の
冒
頭
に
は
康
煕
四
七
年
（
一
七
〇
八
）
撰
「
鄧
姓

家
譜
序
」
と
系
図
が
抜
粋
さ
れ
て
お
り
、そ
の
後
は
道
光
二
三
年
癸
卯
（
一
八
四
三
）

の
尚
育
の
王
代
に
行
わ
れ
た
一
門
親
類
の
範
囲
を
超
え
た
集
団
に
よ
る
巡
拝
行
事
を

め
ぐ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
文
献
の
成
立
は
癸
丑
と
あ
る
の
で
咸
豊
三
年
以
降
と
み
ら
れ
る
が
、
鉏
姓
小

橋
川
家
が
献
金
に
よ
り
王
府
か
ら
褒
賞
を
受
け
た
の
は
道
光
二
一
年
と
咸
豊
三
年

（
一
八
五
三
）
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
王
府
に
対
し
て
譜
代
の
家
格
や
家
譜
の

冊
分
け
を
求
め
て
い
た
時
期
に
並
行
的
に
先
祖
を
遡
及
し
、
ゆ
か
り
の
今
帰
仁
巡
拝

の
行
事
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

以
下
、
漢
文
体
の
「
鄧
姓
家
譜
序
」
を
内
容
面
か
ら
検
討
す
る
た
め
に
、
三
段
落

に
分
け
て
読
み
下
し
文
を
示
す
。
一
段
と
三
段
目
の
部
分
は
中
国
風
の
様
式
的
な
文

章
と
な
っ
て
お
り
、
本
稿
に
と
っ
て
は
第
二
段
落
が
重
要
で
あ
る
。

【
鄧
姓
家
譜
序
】

夫
れ
家
の
譜
有
る
は
、
猶
お
国
の
史
有
る
が
ご
と
し
。
国
に
史
無
け
れ
ば
則
ち

一
代
の
勤
懲
、
何
を
以
て
明
ら
か
に
せ
ん
。
況
ん
や
家
に
譜
無
け
れ
ば
而
ち
祖

の
功
徳
、
照
然
た
ら
し
め
ん
と
欲
し
以
て
之
を
稽

か
ん
が

う
る
も
、
亦
た
顕あ

ら

わ
し
難
く
、

筆し
る

す
に
非
ざ
る
な
り
。
蓋
し
支
分
流
衍
の
間
、
系
序
淆み

だ

れ
易
く
、
歳
月
更
移
の

後
、
功
烈
顕
し
難
く
之
を
譜
に
筆
す
に
非
ず
、
以
て
後
世
に
垂
れ
ん
と
す
れ
ば
、

則
ち
将
に
其
れ
久
し
く
茫
然
と
し
て
祖
考
の
自
る
所
の
事
業
創
す
る
所
を
知
ら

ず
に
至
り
、
或
い
は
相
い
視
る
こ
と
秦
越
の
如
き
な
り
。
茲
に
お
い
て
謹
し
み

吾
が
祖
考
の
自
り
出
づ
る
所
を
筆
し
而
ち
曰
う
。

昔
者
、
兼
城
按
司
に
一
女
有
り
。
年
十
六
に
方あ

た

り
秋
八
月
、
偶
然
に
し
て
逝
き

之
を
金
峰
（
此
の
墓
、
始
祖
兼
城
按
司
よ
り
累
世
相
伝
し
子
孫
之
を
要
と
す
）

に
葬
る
。
後
三
日
し
て
安
平
田
と
い
う
者
有
り
て
、
牛
を
牽
き
其
の
墓
前
を
過

ぎ
る
に
、
雨
を
避
け
寄
寓
す
。
少

し
ば
ら
くし

、
墓
舗
の
中
よ
り
人
有
り
て
安
平
田
の
髻

髪
を
揪

し
ゅ
う
じ
ゅ
う住

す
。
安
平
田
大
い
に
驚
き
問
う
、
汝
は
是
れ
誰
か
と
。
墓
中
の
人
答

え
て
曰
く
、
吾
は
乃
ち
兼
城
按
司
の
女
子
な
り
、
甘
睡
の
中
、
誤
り
て
斯
に
葬

ら
る
、
請
う
ら
く
は
吾
が
家
に
説
知
せ
ん
こ
と
を
と
。
安
平
田
い
よ
い
よ
怪
み

急
ぎ
往
き
告
ぐ
。時
に
日
を
撰
び
、其
の
家
、招
魂
通
語
の
儀
事
を
為
さ
ん
と
し
、

覡
巫
に
欲も

と

め
赤
飯
を
霊
前
に
設
け
、
纔わ

ず

か
に
拜
祭
す
る
に
方あ

た

り
、
忽

た
ち
ま

ち
此
の
事

を
聴
き
、
酔
い
て
方ま

さ

に
醒
め
る
が
若
く
、
夢
み
て
始
め
て
覚
め
る
が
如
し
。
親

族
皆
な
往
き
て
看
見
す
る
や
、
果
然
と
し
て
蘇
生
す
、
即
ち
に
覡
を
し
て
外
間

崎
に
至
り
、
桑
条
及
び
薄
株
（
俗
に
吾
伊
奴
夢
と
称
す
）
を
抱
来
せ
し
め
、
拠

り
て
妖
気
を
除
き
共
に
斉
し
く
家
に
回
り
、
亦
た
其
の
晩
に
当
り
妖
気
の
侵
害

す
る
こ
と
有
る
を
恐
れ
、
預
め
覡
巫
を
し
て
桑
条
薄
株
を
把
り
、
高
き
に
登
り

望
察
せ
し
む
れ
ば
、
安
然
と
し
て
憂
い
無
し
。
因
り
て
兼
城
按
司
安
平
田
を
し

て
聟
猶
子
と
為
し
家
跡
を
継
が
し
む
。
此
れ
則
ち
吾
が
始
祖
な
り
。
故
に
特
に

聖
主
の
叡
聞
有
り
て
賀
事
と
為
し
、
而
ち
王
殿
よ
り
以
下
人
家
に
至
り
、
毎
年

八
月
に
日
を
撰
び
赤
飯
を
設
造
せ
し
む
、
且
つ
桑
条
薄
株
を
屋
上
に
挿
す
は
、

蓋
し
此
よ
り
始
る
な
り
（
俗
に
紫
指
と
称
す
な
り
）。

真
に
是
れ
人
世
の
奇
事
に
し
て
而
ち
吾
が
祖
考
の
自
り
開
く
所
な
り
。
然
れ
ば

則
ち
家
に
斯
の
譜
無
け
れ
ば
而
ち
祖
考
の
自
る
所
創
る
所
の
事
業
を
遡
知
す
る

こ
と
あ
た
わ
ず
ん
ば
、
則
ち
子
孫
為
る
者
は
将
に
不
孝
の
阱
に
陥
い
ら
ん
。
幸

に
今
我
が
王
の
条
政
理
治
た
り
。
万
機
の
暇
に
て
念
ず
る
に
、
人
主
に
祖
有
る

こ
と
に
及
び
、
水
木
の
源
本
有
る
を
知
る
な
り
。
命
に
随
い
国
相
・
法
司
、
有

司
を
建
て
、
衆
臣
を
し
て
悉
く
皆
な
譜
を
作
ら
し
む
。
此
れ
則
ち
我
が
王
の
至

徳
洪
仁
に
し
て
、
無
窮
に
及
び
、
而
う
し
て
孫
子
為
る
者
の
大
い
に
欲
す
る
所

な
り
。
於あ

あ戲
、
此
れ
自
り
以
後
、
万
億
斯
年
、
永
し
え
に
先
烈
を
承
け
、
図
に

拠
り
族
を
見
、
諸こ

れ

を
按
じ
功
を
稽

か
ん
が

う
、
而
ち
三
代
仁
孝
の
風
と
雖
ど
も
、
何
ぞ

－ 14 －
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能
く
焉
を
過
ぐ
か
な
。

大
清
康
煕
四
十
七
年
戊
子
七
月
十
五
日

　

そ
の
元
祖
と
し
て
「
鄧
姓
家
譜
序
」
で
は
兼
城
按
司
の
聟
養
子
安
平
田
を
記
す
。

牛
を
挽
い
て
通
り
が
か
っ
た
安
平
田
が
墓
内
で
蘇
生
し
た
兼
城
按
司
の
一
人
娘
を

救
っ
た
と
い
う
よ
う
な
話
は
、
蔡
温
が
排
撃
す
る
と
こ
ろ
の
〝
遺
老
の
説
伝
〟
を
彷

彿
と
さ
せ
る
が
、
そ
れ
が
家
譜
制
度
の
厳
格
性
を
損
な
い
か
ね
な
い
と
認
識
し
て
い

た
か
ら
で
も
あ
る
。

況
ん
や
凡
人
の
情
、
公
卿
の
裔
を
以
て
栄
と
為
し
、
布
衣
の
裔
を
以
て
辱
と
為

す
。
若
し
一
た
び
遺
説
を
以
て
之
を
許
さ
ば
、
則
ち
人
々
は
栄
を
貪
り
、
虚
を

以
て
実
と
為
し
、
詐
を
以
て
信
と
為
す
。
而
う
し
て
譜
法

0

0

必
ず
弊
を
生
ず
る
な

り
。（
蔡
温
本
『
中
山
世
譜
』
凡
例
十
条
）

　

序
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
し
て
も
、
兼
城
按
司
当
人
は
も
と
よ
り
そ
の
父
祖
が
い
か

な
る
功
績
を
上
げ
た
の
か
具
体
的
に
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
気
に
な
る

）
23
（

。
た

だ
し
、
屋
根
に
柴
を
指
し
赤
飯
を
炊
く
と
い
う
習
俗
に
つ
い
て
、
一
七
一
三
年
成
立

の
『
琉
球
国
由
来
記
』（
巻
一
王
城
之
公
事
、
八
月
「
芝
の
指
由
来
」）、
一
七
三
一

年
成
立
『
琉
球
国
旧
記
』（
巻
三
公
事
、
指
柴
日
）
に
「
鄧
姓
家
譜
序
」
が
引
用
さ

れ
て
お
り
、
小
橋
川
家
文
書
の
「
鄧
姓
家
譜
序
」
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
こ
の
柴
差
の

習
俗
は
王
府
の
年
中
行
事
に
も
な
っ
て
お
り
、
使
者
が
南
風
原
間
切
兼
城
村
に
派
遣

さ
れ
、
当
地
の
根
人
と
「
外
間
崎
」
に
て
祭
祀
を
行
っ
て
「
桑
枝
三
束
薄
三
束
」
を

刈
り
取
り
（
薄
茅
は
イ
ネ
科
の
多
年
草
ス
ス
キ
・
カ
ヤ
の
類
）、
王
城
に
持
ち
帰
っ

て
正
殿
唐
破
風
や
中
城
御
殿
な
ど
で
も
挿
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
行
事
の
趣
旨
と
し

て
、
妖
気
を
払
う
他
、
大
豆
が
実
る
時
期
で
あ
り
、
赤
飯
を
炊
い
て
先
祖
を
祀
る
と

か
、
五
行
上
斎
戒
す
べ
き
時
期
で
あ
る
と
い
っ
た
説
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
首
里
王
府
と
南
風
原
間
切
兼
城
村
の
根
人
と
の
間
に
特
別
の
関
係
が
あ
っ
た
こ

と
に
着
目
し
て
お
き
た
い
。

　

他
方
に
お
い
て
、
小
橋
川
家
文
書
に
抜
粋
さ
れ
て
い
る
系
図
で
は
一
世
は
尚
清
王

代
（
一
五
二
七
～
一
五
五
五
年
）
の
小
橋
川
親
雲
上
武
撫
で
あ
る
。
康
煕
四
七
年

（
一
七
〇
八
）
は
尚
貞
王
四
〇
年
に
あ
た
る
が
、
安
平
田
と
武
撫
と
の
関
係
は
読
み

取
り
が
た
い
。「
南
風
原
間
切
兼
城
村
大
屋
嘉
手
苅
筑
登
之
親
雲
上
墓
之
伝
書
ゟ
写

之
」
に
よ
る
と
、
康
煕
四
七
年
に
系
糺
し
と
家
譜
の
仕
立
て
が
行
わ
れ
た
際
、
安
平

田
に
尚
円
王
代
以
来
続
く
兼
城
按
司
の
跡
目
継
承
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
。
武
撫
を

元
祖
と
す
る
鄧
姓
は
『
氏
集
』
七
番
に
も
、
四
つ
の
首
里
系
の
家
（
古
謝
里
之
子
親

雲
上
、
佐
久
本
里
之
子
、
山
饒
㶚
里
之
子
親
雲
上
、
小
橋
川
里
之
子
親
雲
上
）
が
記

さ
れ

）
24
（

、
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
そ
れ
ら
の
家
譜
の
所
在
に
つ
い
て
未
確

認
で
あ
り

）
25
（

、
果
た
し
て
安
平
田
と
小
橋
川
親
雲
上
武
撫
が
同
一
人
物
な
の
か
ど
う
か

自
明
で
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
球
陽
外
巻
と
し
て
鄭
秉
哲
ら
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
遺
老
説
伝
』

に
は
安
平
田
子0

が
現
れ
る

）
26
（

。
こ
の
安
平
田
は
南
風
原
間
切
津
嘉
山
の
豪
民
で
讒
言
を

受
け
官
軍
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
、
そ
の
故
居
は
御
嶽
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ

る
）
27
（

。
そ
し
て
金
峯
の
墓
は
兼
城
按
司
の
祖
先
が
合
葬
さ
れ
て
い
た
と
い
う
特
異
な
場

所
で
あ
る
。
讒
言
者
は
安
平
田
子
宅
を
通
り
す
が
り
の
際
に
酒
を
ね
だ
り
、
安
平
田

は
墓
の
側
で
雨
宿
り
し
て
い
た
と
い
う
。
兼
城
と
津
嘉
山
は
同
一
の
場
所
で
は
な
い

し
、
安
平
田
の
分
限
も
違
う
。
た
だ
当
地
を
通
行
す
る
者
か
ら
す
る
と
、
後
者
の
立

地
は
前
者
に
比
べ
て
不
自
然
な
感
が
否
め
な
い
。

　

小
橋
川
家
文
書
の
抜
粋
系
図
に
よ
る
と
、
武
撫
の
孫
は
尚
豊
王
代
の
明
・
天
啓
年

間
（
一
六
二
一
～
一
六
二
七
）
に
兼
城
間
切
糸
満
地
頭
職
に
就
い
た
と
い
う
。
二
つ

の
兼
城
は
こ
れ
ま
た
異
な
る
場
所
で
あ
る
。
安
平
田
子
（
あ
ひ
だ
し
ー
）
が
古
い
時

代
の
南
風
原
間
切
一
帯
で
ひ
と
か
ど
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
窺
え
る
け
れ
ど

も
、『
遺
老
説
伝
』
が
編
纂
さ
れ
た
一
八
世
紀
前
半
に
は
、
特
定
の
家
系
に
と
っ
て

由
緒
あ
る
故
事
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。こ
の
錯
綜
し
た
観
の「
鄧

姓
家
譜
序
」
と
系
図
は
、
鉏
姓
小
橋
川
家
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
鉏
姓
小
橋
川
家
の
家
譜
序
で
は
尚
益
王
三
年
（
一
七
一
二
）

－ 15 －
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か
ら
士
分
と
な
り
、
そ
の
祖
父
母
の
名
も
知
ら
な
い
と
い
う
。

　

こ
の
時
期
、
鄧
姓
で
は
三
世
長
男
が
地
頭
職
に
よ
り
糸
満
親
雲
上
と
な
り

）
28
（

、
次

男
は
紀
氏
翁
長
親
雲
上
の
嗣
子
と
な
っ
て
い
る
。
四
世
長
男
が
康
煕
一
三
年

（
一
六
七
四
）
の
尚
貞
王
代
に
知
念
間
切
山
口
地
頭
職
に
就
い
た
が
、
次
男
野
原
親

雲
上
、
三
男
糸
満
筑
登
之
は
南
風
原
間
切
宮
平
村
に
「
居
住
」
と
あ
る
。
こ
の
二
人

は
百
姓
身
分
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る

）
29
（

。
そ
し
て
、
養
子
縁
組
な
ど
鉏
姓
と
鄧
姓
と
の

間
で
交
差
す
る
と
こ
ろ
は
見
出
せ
な
い
。あ
え
て
接
点
を
挙
げ
れ
ば
鉏
姓
の
名
嶋（
名

島
）が
西
原
間
切
の
小
橋
川
村
で
あ
る
こ
と
く
ら
い
で
あ
る
。
最
も
重
要
な
問
題
は
、

な
ぜ
氏
違
い
の
鉏
姓
小
橋
川
家
が「
鄧
姓
家
譜
序
」と
系
図
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
っ

た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
そ
れ
を
筆
写
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
点
に

あ
る
が
、
先
述
の
事
情
に
よ
り
異
同
を
含
め
検
討
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
鉏
姓
小
橋

川
家
の
側
か
ら
積
極
的
な
働
き
か
け
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
写
し
取
る
こ
と
が
で
き
た

と
み
て
大
過
な
い
だ
ろ
う
。

　

本
章
に
て
対
照
的
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
王
朝
末
期
に
お
け
る
鉏
姓
小
橋
川
家

の
姿
勢
と
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
王
御
朱
印
（
首
里
之
印
）
を
頂
戴
す

る
家
譜
で
は
首
里
王
府
が
認
め
得
る
「
序
」
を
載
せ
、
そ
の
信
憑
性
を
損
な
わ
な
い

よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
王
府
の
権
威
に
従
い
那
覇
系
士
族
の
分
限
か
ら
逸
脱
し

な
い
と
い
う
心
が
け
の
表
れ
で
あ
る
。
他
方
に
お
い
て
家
伝
の
「
南
風
原
間
切
兼
城

村
大
屋
嘉
手
苅
筑
登
之
親
雲
上
墓
之
伝
書
ゟ
写
之
」
の
存
在
は
、
唐
名
と
関
連
づ
け

ら
れ
る
制
度
的
政
策
的
な
〝
姓
〟
に
頓
着
す
る
こ
と
な
く

）
30
（

、
王
府
が
介
在
し
な
い
と

こ
ろ
で
、先
祖
を
遡
及
し
て
崇
拝
す
る
意
志
が
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
「
鄧
姓
家
譜
序
」
と
系
図
の
後
に
あ
る
「
元
祖
」
兼
城
按
司
を
め
ぐ
る
記
述
、

さ
ら
に
遠
祖
由
緒
の
地
を
巡
拝
す
る
記
録
に
お
い
て
さ
ら
に
明
確
で
あ
る
。
そ
こ
で

章
を
改
め
、
近
世
末
期
に
お
け
る
琉
球
固
有
の
先
祖
崇
拝
の
一
端
に
つ
い
て
述
べ
た

い
。

第
三
章
　
鉏
姓
小
橋
川
家
と
今
帰
仁
上
り

　

本
章
で
は「
南
風
原
間
切
兼
城
村
大
屋
嘉
手
苅
筑
登
之
親
雲
上
墓
之
伝
書
ゟ
写
之
」

（
以
下
「
墓
之
伝
書
」
と
略
記
）
の
祭
祀
行
事
に
関
す
る
部
分
を
検
討
す
る
。
こ
れ

は
首
里
・
那
覇
以
南
に
散
在
す
る
人
々
が
本
部
半
島
の
今
帰
仁
グ
ス
ク
と
恩
納
間
切

の
山
田
グ
ス
ク
を
巡
拝
す
る
〝
今
帰
仁
上
り
（
な
き
じ
ん
ヌ
ブ
イ
）〟
の
供
物
や
参

加
者
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る

）
31
（

。
始
発
地
と
し
て
西
原
間
切
嘉
手
苅
村
に
あ
る
伊
礼

が
設
定
さ
れ
、
尚
円
王
旧
宅
の
内
間
御
殿
を
経
て
中
城
間
切
を
通
り
山
田
・
今
帰
仁

に
向
か
う
東
海
岸
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
は
別
に
島
尻
の
玉
城
ノ
ロ
殿
内
へ
も

巡
拝
し
て
い
る
。
今
帰
仁
上
り
の
会
期
は
、
毎
年
一
回
、
三
年
、
五
年
、
七
年
、
九

年
、十
三
年
、旧
暦
の
八
月
か
ら
十
月
の
秋
季
に
実
施
さ
れ
た
と
い
う
。「
墓
之
伝
書
」

に
よ
る
と
、
毎
年
・
三
年
・
九
年
に
中
城
と
島
尻
へ
も
巡
拝
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
毎
年
正
月
一
六
日
と
清
明
節
に
は
南
風
原
間
切
に
あ
る
兼
城
按
司
の
二
箇
所

の
墓
を
参
拝
す
る
な
ど
、
各
家
庭
の
法
事
や
親
族
・
地
域
に
お
け
る
年
中
行
事
・
神

事
よ
り
も
広
が
り
の
あ
る
活
動
で
あ
る
が
、「
今
帰
仁
并
山
田
神
拝
之
時
諸
品
物
先

例
之

表

通
」
と
い
う
文
言
か
ら
は
道
光
二
三
年
（
一
八
四
三
）
以
前
か
ら
継
続
的
に
行

わ
れ〻

て〻

い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

こ
の
神
拝
・
御
墓
祭
り
の
儀
式
で
は
仙
香
（
線
香
）
と
お
香
は
も
と
よ
り
「
美
花

米
」
に
餅
米
そ
し
て
「
御
五
水
」
が
必
須
で
あ
る
。
美
花
（
み
は
な
）
は
花
米
で
炊

き
上
げ
る
と
赤
飯
に
な
る
米
、「
御
五
水
」
と
は
、
ウ
ン
サ
ク
つ
ま
り
御
神
酒
の
こ

と
で
あ
る
が

）
32
（

、「
三
味
」
と
し
て
豚
肉
・
昆
布
・
豆
腐
・
味
噌
・
お
酢
、
さ
ら
に
焼

酎
も
供
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
菜
種
油
は
灯
明
用
、
わ
ら
唐
紙
は
懐
紙
で
あ
ろ

う
か
。
蔡
文
溥
（
祝
嶺
親
方
）
の
『
四
本
堂
家
礼
』（
一
七
三
六
年
）
に
て
供
物
に

指
定
さ
れ
て
い
る
海
産
物
や
御
茶
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
が
家
庭
内
の
祭

祀
と
違
う
点
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
の
「
水
撫
で
」
は
婚
礼
の
一
環
と
し
て
指
で

額
に
水
を
つ
け
る
習
俗
と
は
別
で
あ
り

）
33
（

、「
孵す

で
水
」「
撫
で
水
」
つ
ま
り
由
緒
あ
る

井
泉
か
ら
酌
ん
で
き
た
「
若
水
」
で
浄
め
る
儀
式
で
あ
る

）
34
（

。
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現
在
も
恒
例
の
年
間
行
事
と
し
て
今
帰
仁
上
巡
り
（
な
き
じ
ん
マ
ー
イ
）
を
行
っ

て
い
る
門
中
（
親
族
集
団
）
が
あ
る
。
南
風
原
町
の
兼
城
に
は
大
屋
門
中
、
与
那
覇

に
嘉
手
苅
門
中
が
あ
る
。
大
屋
門
中
に
関
し
て
は
、
北
山
王
攀
安
知
を
祖
と
す
る
兼

城
按
司
の
末
裔
で
あ
り
、
王
妃
を
出
し
て
い
た
関
係
か
ら
、
尚
清
王
の
「
嫡
男
尚
維

衡
の
子
」
に
継
承
さ
せ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る

）
35
（

。
無
論
、
尚
維
衡
は
尚
真
王
の
長
男

で
あ
り
、
浦
添
家
の
系
祖
で
あ
る

）
36
（

。
尚
清
王
の
王
妃
は
「
毛
氏
兼
城
之
女
」（『
中
山

世
譜
』
巻
七
尚
清
王
）
で
あ
る

）
37
（

。
こ
の
伝
承
は
第
二
尚
氏
の
歴
史
と
は
お
よ
そ
相
容

れ
な
い
が
、
本
家
が
大
屋
（
ウ
フ
ヤ
）
と
呼
ば
れ
黄
金
森
に
門
中
墓
が
あ
る
と
い
う

点
は
、「
墓
之
伝
書
」
と
か
な
り
合
致
し
て
い
る
。
た
だ
、「
嘉
手
苅
筑
登
之
親
雲
上
」

に
つ
い
て
は
、
大
屋
門
中
と
嘉
手
苅
門
中
と
の
関
係
が
気
に
な
る
が
不
明
で
あ
る
。

嘉
手
苅
門
中
で
は
同
地
区
の
沢
岻
門
中
と
の
間
で
各
始
祖
の
ど
ち
ら
が
兄
か
弟
な
の

か
諸
説
あ
り
、
そ
ち
ら
の
方
が
大
き
な
関
心
事
の
よ
う
で
あ
る

）
38
（

。
な
お
、
嘉
手
苅
門

中
で
は
西
原
町
に
あ
る
と
い
う
尚
円
王
の
「
墓
」
を
全
員
で
参
拝
し
て
い
る
そ
う
で

あ
る
が
、
内
間
御
殿
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
も
「
内
間
御
殿
神
拝
」
と
関
連
し
て
「
嘉

手
苅
村
伊
礼
」
が
「
墓
之
伝
書
」
に
現
れ
る
。

　

小
橋
川
家
文
書
「
墓
之
伝
書
」
や
民
間
の
伝
承
に
お
け
る
尚
円
王
と
弟
尚
宣
威
の

父
尚
稷
が
義
本
王
の
末
裔
で
あ
る
と
い
う
説
は
、
蔡
温
も
言
及
し
て
い
る
が
（『
中

山
世
譜
』
巻
六
尚
稷
王
）、
蔡
温
は
こ
れ
を
是
認
し
て
い
る
の
で
は
な
い

）
39
（

。
こ
の
説

は
鄧
姓
小
橋
川
親
雲
上
と
「
嘉
手
苅
親
雲
上
」
兄
弟
の
先
祖
を
今
帰
仁
按
司
・
兼
城

按
司
・
尚
稷
三
代
に
遡
る
小
橋
川
家
文
書
「
古
来
紀
録
書
」
に
近
似
し
て
い
る

）
40
（

。
さ

ら
に
、
鄧
姓
小
橋
川
親
雲
上
長
男
「
嘉
手
苅
筑
登
之
親
雲
上
」
に
つ
い
て
「
尚
清
王

世
代
嘉
靖
年
間
、
家
乏
而
不
能
妻
子
、
故
為
渡
世
、
遷
于
南
風
原
間
切
兼
城
村
ニ
居

住
」（「
墓
之
伝
書
」
所
引
系
図
）
と
あ
り
、
鄧
姓
家
譜
に
は
兼
城
村
に
土
着
し
た
経

緯
が
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
、
家
譜
で
は
百
姓
と
な
っ
た

家
系
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
墓
之
伝
書
」
に
よ

る
と
、今
帰
仁
按
司
が
末
子
を
乳
母
に
托
し
て
成
長
し
た
の
が
兼
城
按
司
だ
と
い
う
。

さ
ら
に
「
墓
之
伝
書
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

尚
圓
様
御
間
柄
之
由
ニ
而
南
風
原
半

（
原
）

切
兼
城
按
司
ニ
被
仰
付
、
末
世
之
子
孫
繁

昌
仕
候
儀
、
按
司
御
仁
愛
被
遊
御
座
候
故
、
何
連
茂
深
奉
仰
ニ
居
申
候
役
、
御

系
記
御
組
立
之
時
、
大
清
康
煕
四
拾
七
年
戊
子
七
月
十
五
日
、
御
聟
安
平
田
江

御
跡
目
爲
被
成
由
、
鄧
氏
家
譜
印
書
茂
相
見
得
申
候
。
按
司
長
孫
兼
城
筑
登
之

親
雲
上
与
申
人
、
實
ハ
内
間
子
之
御
兄
弟
ニ
而
按
司
御
本
生
近
御
間
柄
ニ
而
家

流
相
繼
仕
始
祖
爲
尊
敬
。

　

兼
城
按
司
は
尚
円
王
の
親
族
で
あ
る
こ
と
か
ら
優
遇
さ
れ
、
そ
の
孫
兼
城
筑
登
之

親
雲
上
は
「
内
間
子
」
と
兄
弟
と
さ
れ
て
お
り
、
以
来
連
綿
と
続
き
、
安
平
田
の
時

に
系
図
が
作
成
さ
れ
た
と
い
う
。
尚
円
王
（
位
一
四
七
〇
～
一
四
七
六
年
）
と
王
妃

（
一
四
四
五
～
一
五
〇
五
年
）と
の
間
に
生
ま
れ
た
の
は
一
男
一
女
で
あ
る
と
い
う
。

嫡
子
尚
真
の
誕
生
は
金
丸
即
位
前
の
成
化
元
年
（
一
四
六
五
）
で
当
歳
五
〇
で
あ
っ

た
。
金
丸
は
正
統
六
年
（
一
四
四
一
）
に
「
妻
弟
」
と
と
も
に
首
里
に
出
て
越
来
王

子
（
後
の
尚
泰
久
王
）
に
仕
え
た
と
い
う
の
で
（『
中
山
世
譜
』
巻
六
）、
尚
真
の
前

に
息
子
が
い
て
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
が
民
間
で
「
内
間
子
」
と
し
て

認
識
さ
れ
、何
ら
か
の
系
譜
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
内
間
子
に
つ
い
て
、

金
丸
が
第
一
尚
氏
に
仕
え
た
頃
に
生
ま
れ
た
男
子
と
し
て
も
、
第
二
尚
氏
の
北
山
監

守
は
尚
真
王
の
第
三
子
か
ら
な
の
で
（『
球
陽
』
巻
三
）、
今
帰
仁
按
司
に
つ
な
が
ら

な
い
。
な
ぜ
中
城
グ
ス
ク
や
山
田
グ
ス
ク
も
巡
る
の
か
、
第
一
尚
氏
時
代
に
護
佐
丸

が
北
山
監
守
を
務
め
た
こ
と
に
ち
な
む
の
で
あ
ろ
う
か

）
41
（

。

　

次
の
尚
清
王
の
時
代
に
は
、
南
風
原
間
切
兼
城
村
に
定
着
し
て
百
姓
の
身
分
に

な
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
で
も
、
内
間
子
の
後
を
継
ぐ
家
が
西
原
間
切
嘉
手
苅
村

に
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
由
緒
の
墓
を
守
り
、
か
つ
相
互
に
関
係
を
保
っ
て
き
た
と
い
う
。

尚
清
様
世
代
嘉
靖
年
間
、
兼
城
村
江
住
居
被
成
百
姓
相
成
申
候
。
然
故
ニ
而
按

司
御
位
牌
并
御
一
女
御
神
位
御
火
神
致
兼
城
筑
登
之
親
雲
上
嫡
流
之
裔
孫
兼
城

村
大
屋
之
嘉
手
苅
筑
登
之
親
雲
上
墓
江
尊
敬
仕
申
候
。
同
人
御
弟
内
間
子
之
跡

－ 17 －

－ 186 －



琉球大学教育学部紀要　第 104 集

式
者
、
同
村
内
間
之
嘉
手
苅
筑
登
之
親
雲
上
墓
江
御
位
仰
仕
、
両
家
共
親
類
中

尊
敬
仕
申
候
。

　

こ
う
し
て
、
安
平
田
を
一
世
と
す
る
鄧
姓
士
族
の
家
系
が
成
立
す
る
。
久
米
村
系

以
外
の
士
族
は
首
里
や
那
覇
・
泊
が
居
住
地
と
な
る
の
で
、
兼
城
村
に
い
る
大
屋
引

が
代
々
墓
守
を
勤
め
る
こ
と
な
っ
た
。
こ
の
黄
金
森
に
あ
る
四
墓
は
王
府
に
認
め
ら

れ
た
も
の
で
、
安
平
田
の
ろ
御
墓
は
安
平
田
と
兼
城
按
司
の
娘
の
墓
だ
と
い
う
。

安
平
田
跡
式
者
鄧
氏
古
謝
ニ
而
候
。
右
次
第
當
村
根
本
右
根
神
居
人
者
、
世
々

大
屋
引
よ
り
罷
出
相
勤
申
候
。然
者
按
司
御
墓
并
其
長
孫
兼
城
筑
登
之
親
雲
上
、

安
平
田
の
ろ
御
墓
四
カ
所
金
峯
ニ
有
之
候
。
の
ろ
御
墓
与
申
者
兼
城
按
司
之
御

娘
之
事
也
。
致
金
峯
ハ
恩
償
兼
城
按
司
之
裔
孫
江
世
々
被
下
置
候
段
、
記
事
御

世
譜
ニ
委
敷
相
見
得
申
候
。
若
於
後
年
疑
敷
事
有
之
候
ハ
ハ
、
重
而
古
今
由
来

記
相
糺
可
申
候
。
安
平
田
者
兼
城
按
司
聟
養
子
被
仰
付
故

　

さ
ら
に
「
墓
之
伝
書
」
は
尚
清
王
の
時
代
に
小
橋
川
親
雲
上
を
輩
出
し
た
こ
と
に

言
及
す
る
。
し
か
し
、
先
に
安
平
田
は
康
煕
年
間
の
人
物
と
し
て
い
る
の
で
、
明
の

嘉
靖
年
間
と
合
致
し
な
い
。
さ
ら
に
安
平
田
・
内
間
子
の
墓
参
り
を
相
互
に
行
っ
て

い
な
い
と
い
う
。

尚
清
様
世
代
嘉
靖
年
間
、
西
原
間
切
小
橋
川
地
頭
職
被
成
下
候
處
、
何
様
之
譯

ニ
而
候
哉
、
素
ゟ
安
平
田
墓
茂
拜
不
申
、
今
者
各
相
別
申
候
。
右
次
第
段
々
相

糺
、
兼
城
按
司
御
次
第
御
系
祀
等
、
別
紙
書
記
置
候
間
、
子
々
孫
々
無
間
違
尊

敬
仕
候
事
。

附
の
ろ
く
毛
ひ
并
今
帰
仁
之
火
神
加
那
志
等
之
美
神
ニ
大
屋
引
よ
り
被
相
勤
申

候
。

　

な
お
『
中
山
世
譜
』
に
兼
城
按
司
の
記
事
は
見
出
せ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
「
古

今
由
来
記
」
の
存
在
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
点
は
注
意
を
要
す
る
。
兼
城
筑
登
之
親

雲
上
の
先
祖
が
兼
城
村
に
土
着
し
て
か
ら
「
大
屋
」
が
祭
祀
を
継
承
し
て
い
る
と
い

う
説
明
は
系
図
の
記
述
と
十
分
結
び
つ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
南
風
原
間
切

に
土
着
し
た
「
嘉
手
苅
筑
登
之
親
雲
上
」
の
子
孫
を
根
人
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
居

住
地
や
身
分
を
越
え
た
ゆ
る
や
か
な
祭
祀
集
団
（
引
）
を
形
成
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

根
人
（
ね
び
と
、に
っ
ち
ゅ
）
と
は
ム
ラ
（
シ
マ
）
や
一
門
の
草
分
け
の
根
屋
（
根

所
、
本
屋
）
を
継
承
す
る
家
長
で
あ
り
、
先
祖
祭
祀
を
女
性
司
祭
の
根
神
（
ね
が
み
、

に
ー
が
ん
）
と
と
も
に
執
り
行
う

）
42
（

。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
兼
城
村
の
根
人
は
首

里
王
府
の
年
中
行
事
に
関
与
し
て
い
た
が
、
こ
れ
と
は
別
に
一
村
一
門
の
範
囲
を
越

え
て
遠
祖
を
崇
拝
す
る
集
団
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
看
取
さ
れ
る
の
は
、
遅
く
と
も
尚
育
王
の
時
代
、
伊
是
名
島
生

ま
れ
の
尚
稷
・
尚
円
王
・
尚
宣
威
の
末
裔
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
の
で
き
な
い
、

す
な
わ
ち
向
姓
を
持
た
な
い
島
尻
地
方
の
門
中
が
兼
城
按
司
・
今
帰
仁
按
司
を
第
二

尚
氏
の
系
譜
に
位
置
づ
け
、
自
ら
の
先
祖
崇
拝
の
対
象
と
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で

あ
る
。

　

小
橋
川
家
文
書
「
墓
之
伝
書
」
に
よ
る
と
、
こ
の
行
事
の
参
加
者
と
し
て
「
無
系

一
門
中
」
城
間
筑
登
之
親
雲
上
以
下
一
七
名
が
記
さ
れ
る
。
位
階
称
号
が
あ
る
が
、

「
無
系
」
と
い
っ
て
い
る
以
上
、
系
持
ち
で
地
方
居
住
の
屋
取
（
や
ー
ど
ぅ
い
）
と

は
異
な
る
存
在
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
つ
て
は
相
応
の
分
限
で
あ
っ
た
が
、

鄧
姓
三
世
糸
満
親
雲
上
の
次
男
三
男
の
よ
う
に
〝
縋
り
入
り
〟
を
認
め
ら
れ
ず
百
姓

身
分
に
な
っ
た
者
の
末
裔
で
あ
ろ
う
か
。士
族
層
と
し
て
冨
吉
筑
登
之（
鳥
小
堀
村
）、

平
敷
屋
之
子
親
雲
上
（
赤
田
村
）、
徳
濱
里
之
子
親
雲
上
（
桃
原
村
）
の
首
里
系
紀

姓
三
名
が
見
出
さ
れ
る
。
紀
姓
に
つ
い
て
は
『
氏
集
』
二
番
に
九
家
（
徳
濱
里
之
子

親
雲
上
、
佐
久
原
里
之
子
親
雲
上
、
平
敷
屋
里
之
子
親
雲
上
三
家
、
祝
嶺
里
之
子
親

雲
上
、
平
敷
屋
筑
登
之
、
冨
吉
里
之
子
親
雲
上
、
桑
江
子
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

）
43
（

。

い
ず
れ
も
翁
長
親
雲
上
紀
囲
の
子
孫
で
あ
る
が
、
小
橋
川
家
文
書
の
鄧
姓
系
図
に
よ

る
と
、
こ
の
翁
長
親
雲
上
は
鄧
姓
小
橋
川
親
雲
上
三
世
で
次
男
の
大
嶺
親
雲
上
好
寛

で
あ
り
、
翁
長
親
雲
上
紀
氏
好
長
の
嗣
子
と
な
っ
た
と
い
う
。
鄧
姓
家
譜
に
よ
り
確
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認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
紀
姓
の
名
乗
頭
字
で
あ
る
「
好
」
に
変
更
し

た
こ
と
が
わ
か
る
。
紀
囲
の
名
乗
は
「
好
長
」
な
の
で
、
後
の
紀
姓
が
も
と
鄧
姓
の

好
寛
の
家
系
な
の
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
小
橋
川
筑
登
之
親
雲
上
（
小
禄
間
切
小
禄
村
）
と
小
橋
川
筑
登
之
（
若

狭
町
村
）
が
鉏
姓
小
橋
川
家
の
成
員
と
み
ら
れ
る
。
時
期
か
ら
す
る
と
、
前
者
は
六

世
昭
長
（
当
歳
五
三
）、
後
者
は
七
世
昭
常
で
あ
ろ
う
か
。
小
橋
川
家
文
書
に
両
名

を
記
し
た
〝
仕
次
書
〟
が
あ
る
が
、
昭
長
の
居
住
地
な
ど
が
記
さ
れ
ず
傍
証
に
堪
え

な
い
。
次
の
「
覚
」
は
、
王
府
が
発
給
し
た
文
書
で
は
な
い
。
冒
頭
部
分
の
み
の
よ

う
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
も
兼
城
村
の
大
屋
が
「
嘉
手
苅
筑
登
之
親
雲
上
」
と
し

て
「
大
屋
引
親
類
中
」
か
ら
敬
意
を
集
め
て
い
た
こ
と
を
知
る
に
足
る
。
こ
の
小
橋

川
筑
登
之
は
道
光
一
七
年
（
一
八
三
七
）
に
跡
目
相
続
し
た
昭
常
で
あ
ろ
う
。
黄
冠

の
養
父
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
昭
常
実
父
の
大
嶺
筑
登
之
親
雲
上
を
指
し
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
昭
常
の
妻
真
鶴
が
健
在
で
長
男
昭
保
（
思
亀
）

が
譜
代
八
世
に
な
っ
た
頃
と
み
ら
れ
る
。

　
　

【
文
書
６
】

　
　

覺一　

養
父
黄
冠

道
光
十
七
年
酉
十
二
月
朔
日
。
咸
豊
元
年
亥
十
一
月
死
去
。

道
光
貳
拾
三
年
癸
卯
五
日
、
兼
城
村
大
屋
ノ
嘉
手
苅
筑
登
之
親
雲
上
之
拜
人
數

書
置
ニ
若
狭
村
小
橋
川
筑
登
之
御
名
前
相
立
此
（
以
下
欠
カ
）

　

た
だ
、「
墓
之
伝
書
」
で
は
肝
心
の
鄧
姓
の
家
が
参
加
し
て
い
る
の
か
判
然
と
し

な
い
。
ま
た
鉏
姓
小
橋
川
家
の
家
譜
紀
録
を
見
て
も
紀
姓
・
鄧
姓
出
身
の
配
偶
者
は

い
な
い
。
そ
れ
で
も
小
橋
川
家
女
子
の
嫁
ぎ
先
が
一
部
し
か
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、

紀
姓
・
鄧
姓
の
家
譜
を
参
照
で
き
な
い
の
で
、
全
く
姻
戚
関
係
が
な
か
っ
た
と
は
断

定
で
き
な
い
。
さ
し
あ
た
り
、
系
譜
的
に
鄧
姓
と
関
わ
り
の
あ
る
紀
姓
の
里
之
子
座

敷
の
士
族
な
い
し
兼
城
村
の
大
屋
引
根
人
を
介
し
て
「
鄧
姓
家
譜
序
」
と
系
図
な
ど

を
写
し
取
り
「
墓
之
伝
書
」
を
作
成
し
た
と
推
測
し
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
、
こ
の

時
期
、
小
橋
川
里
之
子
親
雲
上
な
ど
首
里
系
の
鄧
姓
で
は
別
の
集
団
で
今
帰
仁
上
り

に
参
加
し
て
い
た
こ
と
も
十
分
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

一
七
世
紀
前
半
に
那
覇
に
定
着
し
た
鉏
姓
小
橋
川
家
の
祖
先
が
ど
こ
か
ら
来
た
の

か
、
伊
波
普
猷
の
よ
う
な
「
追
遠
記
」
を
草
す
る
た
め
の
材
料
は
な
い
。
尚
円
王
の

子
孫
で
あ
る
向
姓
で
は
、
そ
の
身
分
上
の
懸
隔
が
著
し
く
な
り

）
44
（

、
宗
廟
祭
祀
か
ら
排

除
さ
れ
て
も
、
そ
の
系
譜
は
明
確
で
あ
り
、
別
の
先
祖
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

し
、許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
鉏
姓
小
橋
川
家
と
て
、氏
名
（
う
じ
な
）
が
定
ま
っ

て
い
る
の
で
、不
正
を
犯
し
て
他
姓
の
系
譜
に
〝
掠
め
入
る
〟
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、

そ
の
必
要
性
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
な
ま
じ
遠
祖
が
明
記
さ
れ
て
い

な
い
だ
け
に
、
家
譜
系
図
の
元
祖
や
一
世
を
超
越
し
た
先
祖
を
敬
慕
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
こ
れ
は
亡
父
か
ら
高
祖
父
ま
で
を
祀
る
と
い
う
〝
親
尽
く
れ
ば
毀
つ
〟
と
い

う
儒
教
的
な
祖
先
祭
祀
の
原
理
と
は
異
な
る
方
向
性
で
あ
る
。
も
っ
と
も
中
国
で
も

中
原
か
ら
各
地
を
転
々
と
し
な
が
ら
南
方
へ
と
移
住
す
る
過
程
を
経
て
数
十
世
数
に

及
ぶ
と
い
う
系
譜
を
誇
示
す
る
宗
族
が
あ
っ
た

）
45
（

。

　

琉
球
で
は
、
宗
族
の
よ
う
な
リ
ニ
ー
ジ
に
包
摂
さ
れ
な
い
人
々
が
「
親
類
中
」
と

し
て
寄
り
合
い
金
品
を
供
出
し
先
祖
由
緒
の
土
地
と
し
て
古
い
墓
や
井
泉
を
巡
り
拝

礼
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
行
事
は
排
他
的
な
系
譜
意
識
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
共

通
の
ル
ー
ツ
を
求
め
る
意
志
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
現
住
地
は
も
と
よ

り
身
分
や
家
柄
さ
え
越
え
た
結
び
つ
き
で
あ
り
、
門
中
・
親
類
・
与
内
と
い
う
系
図

座
や
大
与
座
な
ど
が
公
的
に
把
握
し

）
46
（

、
当
人
間
で
も
間
柄
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
範
囲

で
実
行
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
母
や
妻
の
姉
妹
の
婚
家
ま
で
範
囲
を

広
げ
る
と
、
さ
ら
な
る
縁
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
王
権
が
関
与
し
な
い
民
間

で
古
く
か
ら
続
く
融
通
性
の
高
い
祭
祀
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
露
戦
争
の
年
に
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書
き
取
っ
た
と
い
う
「
古
来
紀
録
書
」（
一
九
〇
五
年
）
は
、
そ
う
し
た
先
祖
崇
拝

の
記
憶
が
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る

）
47
（

。
こ
の
よ
う
に
、
小
橋
川
家
文

書
に
は
当
事
者
の
み
が
熟
知
し
記
録
に
遺
さ
れ
に
く
い
近
世
末
期
に
お
け
る
民
間
の

伝
承
と
祭
祀
を
伝
え
る
貴
重
な
史
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１
）　

本
国
将
有
冊
封
大
典
、
其
時
款
待
天
使
之
需
甚
及
浩
繁
、
奈
国
財
不
裕
、
難
以
備
辨
。

時
有
昭
常
妻
聞
知
其
由
、
将
銅
銭
十
六
万
貫
文
奉
借
公
家
、
以
補
其
需
。
由
是
朝
廷
賞
陞
譜

代
籍
以
表
彰
其
志
。（『
球
陽
』
巻
二
二
尚
泰
王
六
年
「
褒
嘉
那
覇
府
若
狭
町
村
鉏
必
達
小
橋

川
筑
登
之
昭
常
妻
忠
志
世
陞
譜
代
籍
」）

（
２
）　

田
名
真
之
『
沖
縄
近
世
史
の
諸
相
』（
ひ
る
ぎ
社
、
一
九
九
二
年
）、
一
四
二
頁
。

（
３
）　

小
橋
川
家
文
書
の
概
要
に
つ
い
て
は
、「
伊
江
御
殿
家
関
係
資
料
」
国
重
要
文
化
財

指
定
記
念
・
那
覇
市
歴
史
博
物
館
企
画
展
の
『
古
文
書
に
見
る
首
里
・
那
覇
の
士
族
社
会
』（
那

覇
市
歴
史
博
物
館
、
二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
。
さ
ら
に
『
那
覇
市
史
資
料
篇
』
第
1
巻
8
家

譜
資
料
四
那
覇
・
泊
系
（
那
覇
市
企
画
部
市
史
資
料
室
、
一
九
八
三
年
）
の
口
絵
と
し
て
覚
・

覚
写
・
口
上
覚
そ
し
て
家
譜
新
造
に
「
金
百
八
拾
石
七
百
文
」
を
支
出
し
た
こ
と
を
記
す
「
請

取
」
の
モ
ノ
ク
ロ
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）　

『
沖
縄
県
地
名
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
六
年
）、
三
六
一
頁
。

（
５
）　

咸
豊
六
年
（
一
八
五
六
）、
崎
山
村
嫡
子
山
城
子
が
申
口
方
・
双
紙
庫
理
配
下
の
大

台
所
に
提
出
し
た
「
口
上
覚
」
に
一
門
山
城
筑
登
之
親
雲
上
・
親
類
小
橋
川
筑
登
之
親
雲
上

が
連
署
し
て
い
る
。
崎
山
村
は
首
里
に
属
す
る
の
で
、
鉏
姓
小
橋
川
筑
登
之
親
雲
上
で
は
な

い
。
家
譜
で
も
婚
姻
関
係
が
な
い
こ
と
が
分
か
る
。『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
一
二
巻

（
一
九
九
六
年
）、一
九
一
頁
参
照
。
以
下
、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
全
一
八
巻
補
巻
（
浦

添
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
八
～
二
〇
〇
一
年
）
は
『
評
定
所
文
書
』
と
略
記
。

（
６
）　

『
球
陽
』
巻
二
二
尚
泰
王
五
年
（
一
八
五
二
）
参
照

（
７
）　

『
球
陽
』
巻
二
二
尚
泰
王
一
四
年
（
一
八
六
一
）
参
照
。

（
８
）　

『
球
陽
』
に
よ
る
と
、
道
光
一
五
年
（
一
八
三
五
）
以
降
、
尚
育
王
・
尚
泰
王
の
冊

封
の
た
め
に
献
金
を
募
っ
た
際
、「
銅
銭
一
六
万
貫
文
」
で
百
姓
か
ら
新
参
士
と
な
っ
た
者

三
〇
名
、
譜
代
籍
に
昇
格
し
た
者
二
〇
名
を
数
え
る
と
い
う
。
比
嘉
春
潮
・
崎
浜
秀
明
『
沖

縄
の
犯
科
帳
』（
平
凡
社
、
一
九
六
五
年
）、
一
九
七
・
一
九
八
頁
参
照
。

（
９
）　

「
仏
人
来
着
并
仏
人
逗
留
ニ
付
而
之
日
記
」
の
咸
豊
七
年
二
月
七
日
の
記
事
に
泊
詰
御

評
定
所
筆
者
衆
と
し
て
若
狭
町
村
の
小
橋
川
思
亀
の
名
が
見
ら
れ
る
。〝
仕
次
書
〟
に
記
さ

れ
る
こ
と
も
な
い
役
目
で
あ
る
。『
評
定
所
文
書
』第
一
三
巻（
一
九
九
七
年
）、九
三
頁
参
照
。

（
10
）　

『
氏
集　

首
里
那
覇
』（
増
補
版
、那
覇
市
企
画
部
文
化
振
興
課
、一
九
八
九
年
）一
八
番
、

七
六
頁
。

（
11
）　

毛
姓
豊
見
城
家
に
は
二
つ
の
家
譜
が
あ
る
。
光
緒
七
年
ま
で
を
記
す
家
譜
で
は
「
始

祖
中
城
按
司
護
佐
丸
盛
春
」
の
割
注
で
山
田
按
司
を
上
げ
る
。
康
煕
二
九
年
十
二
月
序
『
毛

姓
家
譜
』
に
は
無
く
、
系
図
の
様
式
や
装
丁
の
差
異
の
他
、
こ
ち
ら
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

『
毛
氏
先
祖
由
来
記
』（
琉
球
大
学
附
属
図
書
館
伊
波
普
猷
文
庫
）
や
「
護
佐
丸
祖
先
墓
碑
」

（
一
七
四
〇
年
）
は
、
護
佐
丸
の
父
と
し
て
恩
納
間
切
の
山
田
城
主
を
記
す
。

（
12
）　

咸
豊
六
年
（
一
八
五
六
）、
那
覇
東
村
国
吉
筑
登
之
親
雲
上
の
娘
真
呉
勢
は
薩
摩
人
か

ら
仕
入
れ
た
米
・
大
豆
・
鰹
節
等
の
代
金
「
銭
五
千
貫
文
」
を
払
え
ず
訴
え
ら
れ
て
い
る
。『
評

定
所
文
書
』
巻
一
一
（
一
九
九
五
年
）、
二
五
二
～
二
五
六
頁
参
照
。

（
13
）　

『
新
参
慎
姓
家
譜
』（
沖
縄
県
立
博
物
館
東
恩
納
寛
惇
文
庫
）。

（
14
）　

田
名
真
之
「
琉
球
家
譜
の
成
立
と
門
中
」（『
歴
史
学
研
究
』
七
四
三
号
、
二
〇
〇
〇

年
、
の
ち
『
系
図
が
語
る
世
界
史
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
二
年
再
録
）。

（
15
）　

『
氏
集　

首
里
那
覇
』、
二
九
頁
。

（
16
）　

「
諸
士
」
と
「
百
姓
」
と
の
間
に
〝
町
人
〟
と
い
う
身
分
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
近
世

琉
球
に
お
い
て
は
、
双
方
か
ら
商
工
業
を
営
む
者
が
現
れ
て
い
た
。
豊
見
山
和
行
「
近
世
琉

球
の
士
と
民
（
百
姓
）」（
大
橋
幸
泰
・
深
谷
克
己
『〈
江
戸
〉
の
人
と
身
分
6　

身
分
制
を

ひ
ろ
げ
る
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。

（
17
）　

『
那
覇
市
史
資
料
篇
』
第
１
巻
８
家
譜
資
料
四
（
那
覇
・
泊
系
）
の
解
説
を
参
照
。
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（
18
）　

『
新
参
慎
姓
家
譜
』
参
照
。

（
19
）　

尚
育
王
の
冊
封
後
、
王
府
は
「
銅
錢
二
百
四
十
万
貫
文
」
を
各
間
切
に
「
賑
恤
」
し

て
い
る
。『
球
陽
』
巻
二
一
年
尚
育
王
四
年
（
一
八
三
八
）。

（
20
）　

国
王
の
世
子
以
外
の
男
子
は
王
子
と
し
て
分
岐
す
る
。
尚
貞
王
の
三
男
小
禄
王
子
の

五
子
は
さ
ら
に
家
系
を
分
け
別
々
の
家
譜
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
一
世
代
間
で

の
冊
分
け
に
よ
り
、王
族
で
も
急
速
に
身
分
の
懸
隔
が
生
じ
ヨ
コ
の
関
係
性
も
希
薄
に
な
る
。

拙
稿
「
向
姓
新
城
家
の
軌
跡
と
板
良
敷
親
雲
上
の
跡
目
僉
議
」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』

一
〇
三
集
、
二
〇
二
三
年
八
月
）
を
参
照
。

（
21
）　

尚
稷
を
父
と
す
る
兼
城
按
司
の
長
男
は
第
一
尚
氏
尚
忠
王
の
命
で
今
帰
仁
按
司
と

な
っ
た
が
、
佐
敷
小
按
司
の
軍
に
討
た
れ
、
次
男
が
家
統
を
継
ぎ
、
そ
の
孫
が
小
橋
川
親
雲

上
・
嘉
手
苅
親
雲
上
だ
と
い
う
。

（
22
）　

蔡
温
は
、
尚
円
王
と
弟
尚
宣
威
王
の
父
を
「
王
考
尚
稷
」
と
し
て
王
統
譜
と
国
王
祭

祀
に
位
置
づ
け
な
が
ら
、そ
れ
よ
り
先
に
遡
及
す
る
こ
と
を
強
く
戒
め
て
お
り
、そ
れ
は
『
中

山
世
譜
』
の
内
容
と
円
覚
寺
太
廟
・
崇
元
寺
先
王
廟
の
祭
壇
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
拙
稿
「
蔡

温
に
よ
る
修
史
と
第
二
尚
氏
の
系
図
・
廟
制
」（『
沖
縄
文
化
研
究
』
五
〇
号
、
二
〇
二
三
年

三
月
）
を
参
照
。

（
23
）　

地
元
で
は
、
玉
城
王
（
英
祖
王
統
）
の
末
子
大
城
按
司
の
次
男
が
兼
城
の
新
屋
大
主

の
養
子
と
な
り
、
内
嶺
按
司
は
北
山
王
攀
安
知
の
五
男
を
養
子
と
し
、
こ
の
虎
寿
金
が
尚
円

王
代
に
兼
城
按
司
と
な
り
、
尚
真
王
第
四
子
龍
共
徳
（
越
来
王
子
尚
龍
徳
か
）
を
養
子
に
し

た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
こ
う
し
た
由
来
譚
は
基
本
的
な
筋
は
同
様
で
も
各
地
で
多
少
の
差

異
が
あ
る
。
そ
の
真
否
は
と
も
か
く
、
近
世
に
王
府
が
編
纂
し
た
典
籍
に
根
拠
を
見
出
せ
ず

整
合
性
も
と
れ
な
い
説
話
が
民
間
に
存
在
す
る
と
い
う
事
象
は
看
過
で
き
な
い
。
南
風
原
町

史
編
集
委
員
会
（
編
）『
南
風
原
町
史
』
六
巻
民
俗
資
料
篇
『
南
風
原　

シ
マ
の
民
俗
』（
南

風
原
町
、
二
〇
〇
三
年
）、
二
二
七
頁
参
照
。

（
24
）　

『
氏
集　

首
里
那
覇
』、
二
九
頁
。

（
25
）　

『
沖
縄
の
家
譜
―
歴
史
資
料
調
査
報
告
書
Ⅵ
』（
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
九
年
）

に
未
掲
載
。
補
注
参
照
。

（
26
）　

往
古
南
風
原
閒
切
、
津
嘉
山
村
、
安
平
田
子
、
勇
而
巨
富
、
家
人
亦
衆
、
無
不
備
者
、

構
大
屋
于
津
嘉
山
、
与
喜マ

マ武
之
際
、
而
住
居
焉
。
一
日
大
宴
以
飲
、
時
有
具
志
頭
間
切
人
、

過
其
門
外
、
酒
欲
即
動
、
遂
托
辞
以
口
渇
、
而
入
求
水
、
惟
与
水
而
不
与
酒
、
則
挾
恨
進
讒

于
時
王
、
以
其
有
逆
志
。
王
命
官
軍
、
討
而
誅
之
。
未
幾
、
有
古
葉
（
樹
名
）
真
根
（
草
名
）

併
樹
木
、
叢
生
于
其
宅
。
其
妻
子
大
驚
、
遷
于
別
地
、
遂
以
其
宅
為
嶽
、
名
之
曰
安
平
田
嶽
。

（『
遺
老
説
伝
』
巻
三
、一
〇
六
項
）

（
27
）　

近
世
で
は
、
玉
那
覇
ノ
ロ
が
照
屋
・
玉
那
覇
両
村
の
百
姓
と
と
も
に
祭
祀
を
行
っ
て

い
た
。『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
一
三
各
処
祭
祀
二
南
風
原
間
切
・
照
屋
村
の
「
ア
ヘ
ダ
之
殿
」

「
同
御
嶽
之
殿
」
を
参
照
。
南
風
原
町
立
湘
南
小
学
校
の
西
側
丘
陵
中
腹
に
あ
る
。

（
28
）　

『
球
陽
』
に
は
尚
豊
王
代
の
明
・
崇
禎
年
間
（
一
六
二
八
～
一
六
四
五
）
の
記
事
と
し
て
、

「
鄧
氏
糸
満
献
米
三
十
斛
」「
鄧
姓
糸
満
引
普
天
間
間
後
河
水
注
入
農
田
」「
鄧
姓
糸
満
奇
謀

以
捕
山
北
当
謝
」（
巻
五
）
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、宜
野
湾
・
北
谷
間
で
の
農
業
用
水
の
確
保
、

国
頭
で
の
山
賊
捕
縛
な
ど
大
い
に
活
躍
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
鄧
姓
小
橋
川
親
雲

上
の
嫡
流
の
家
譜
に
は
、
こ
の
事
績
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

（
29
）　

喜
屋
武
に
宮
平
の
「
山
口
」
を
本
家
と
す
る
山
口
門
中
が
あ
る
。「
糸
満
ビ
チ
」
と
の

呼
称
で
、
戦
前
に
鄧
氏
の
家
譜
を
保
持
し
て
い
た
と
い
い
、「
ア
ジ
シ
ー
墓
」
が
黄
金
森
に

あ
る
と
い
う
。「
糸
満
」と
い
う
屋
号
は
門
中
の
中
間
的
な
先
祖
で
あ
る
中
元（
ナ
カ
ム
ト
ゥ
）

に
よ
る
も
の
で
兼
城
間
切
糸
満
（
糸
満
市
）
で
役
人
を
し
て
い
た
者
に
ち
な
む
と
い
う
。
ア

ジ
シ
ー
と
は
按
司
・
子
か
。「
鄧
氏
家
譜
序
」
の
金
峯
の
墓
が
想
起
さ
れ
る
。
近
代
に
鄧
氏

旧
士
族
が
移
転
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
古
く
か
ら
の
縁
が
あ
っ
た
こ
と

も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
宮
平
の
本
家
は
山
口
門
中
の
男
性
が
継
承
し
た
と
い
う
。
注
（
23
）

前
掲
書
、
一
八
八
・
一
八
九
、三
五
五
頁
参
照
。

（
30
）　

唐
名
に
つ
い
て
は
、
東
恩
納
寛
惇
「
琉
球
人
名
考
」「
琉
球
人
名
考
補
遺
」「
琉
球
の

人
名
の
研
究
」「
氏
姓
考
」（『
東
恩
納
寛
惇
全
集
』
六
巻
、
第
一
書
房
、
一
九
七
九
年
収
録
）

を
参
照
。
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（
31
）　

今
帰
仁
上
り
（
な
き
じ
ん
ヌ
ブ
イ
）
あ
る
い
は
今
帰
仁
上
巡
り
（
な
き
じ
ん
マ
ー
イ
）

な
ど
に
つ
い
て
は
、小
島
瓔
禮
「
北
方
の
王
者
の
聖
地
巡
拝
」「
王
権
を
支
え
る
聖
地
の
巡
拝
」

「
グ
ス
ク
の
聖
地
の
形
成
」（
谷
川
健
一
編
『
日
本
の
神
　々

神
社
と
聖
地
』
一
三
、白
水
社
、

二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
。

（
32
）　

東
恩
納
寛
惇
「
神
酒
・
御
花
・
御
五
水
」「
神
酒
考
補
遺
そ
の
他
」（『
東
恩
納
寛
惇
全

集
』
八
巻
、
第
一
書
房
、
一
九
八
〇
年
）
を
参
照
。

（
33
）　

真
栄
田
義
見
（
編
）『
沖
縄
文
化
史
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
、一
九
七
二
年
）、「
水
撫
で
」

「
若
水
」
の
項
目
を
参
照
。

（
34
）　

こ
の
儀
式
を
「
お
も
ひ
撫
で
（
ウ
ビ
ナ
デ
ィ
）」
と
称
し
た
。
外
間
守
善
『
混
効
験
集

　

校
本
と
研
究
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
〇
年
）、
四
四
二
頁
「
す
で
水
」
を
参
照
。

（
35
）　

注
（
23
）
前
掲
書
、
二
五
八
・
二
五
九
頁
参
照
。

（
36
）　

「
向
姓
家
譜
（
小
禄
家
）」（『
那
覇
市
史
資
料
篇
』
第
1
巻
7
家
譜
資
料
三
首
里
系
（
那

覇
市
企
画
部
市
史
資
料
室
、
一
九
八
二
年
）、
二
一
七
頁
に
よ
る
と
、
尚
維
衡
（
朝
満
）
の

三
子
の
内
、
家
系
を
遺
し
た
の
は
小
禄
按
司
の
元
祖
長
男
朝
喬
の
み
で
あ
る
。

（
37
）　

『
王
代
記
』（
琉
球
大
学
附
属
図
書
館
伊
波
普
猷
文
庫
）
に
よ
る
と
、
尚
真
王
第
四
子

越
来
王
子
尚
龍
徳
（
朝
福
）
は
嘉
味
田
親
方
の
家
系
の
元
祖
と
い
う
以
外
、
母
や
生
没
年
・

埋
葬
地
な
ど
一
切
不
明
。
尚
清
王
の
王
妃
の
実
父
毛
氏
兼
城
は
平
安
名
里
之
子
親
雲
上
（
久

場
川
村
）
の
家
系
の
元
祖
だ
と
い
う
。

（
38
）　

注
（
23
）
前
掲
書
、
二
七
・
二
八
頁
参
照
。

（
39
）　

注
（
21
）
前
掲
拙
稿
、
四
二
六
頁
参
照
。

（
40
）　

注
（
22
）
参
照
。「
父
尚
稷　

太
宗
兼
城
按
司　

長
男
今
帰
仁
按
司
」「
此
次
男
今
帰

仁
親
方
ハ
兼
城
按
司
家
督
相
続
其
故
東
風
平
間
切
金
城
前
大
屋
引
嘉
手
苅
元
祖
ト
成
ル
」
と

あ
る
。

（
41
）　

注
（
11
）
前
掲
書
参
照
。

（
42
）　

注
（
33
）
前
掲
書
「
ね
が
み
」
の
項
を
参
照
。

（
43
）　

『
氏
集　

首
里
那
覇
』、
六
～
七
頁
。

（
44
）　

往
昔
之
時
、
王
子
及
按
司
之
子
皆
称
按
司
。
従
是
年
改
定
長
子
為
按
司
、
次
男
以
下

皆
為
下
司
士
焉
。（『
球
陽
』
巻
八
尚
貞
王
二
四
年
「
始
定
諸
王
子
及
按
司
次
男
以
下
為
下
司

士
」）

（
45
）　

牧
野
巽
「
中
国
の
移
住
伝
説　

広
東
原
住
民
族
考
」「
福
建
人
に
お
け
る
洪
洞
県
伝
説
」

（『
牧
野
巽
著
作
集
』
第
五
巻
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
五
年
）。

（
46
）　

新
参
慎
姓
の
一
世
寛
朋
（
寛
明
）
は
母
が
譜
代
慎
姓
東
恩
納
家
か
ら
傾
城
と
し
て
離

縁
さ
れ
、
連
れ
子
と
し
て
那
覇
に
寓
居
す
る
大
隅
人
に
養
育
さ
れ
た
。
新
参
士
族
と
し
て
認

め
て
も
ら
う
申
請
で
は
親
類
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
公
文
書
や
記
録
上
の
「
一
門
」
が
父
系

の
親
族
呼
称
と
し
て
姻
戚
の
「
親
類
」
と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
で
あ

る
。『
新
参
慎
姓
家
譜
』
の
序
と
『
球
陽
』
巻
八
尚
貞
王
二
八
年
「
始
設
造
筆
役
」
を
参
照
。

（
47
）　

兼
城
按
司
の
伝
が
主
な
内
容
で
あ
り
、
自
家
と
鄧
氏
と
を
強
く
関
係
づ
け
る
意
図
は

窺
え
な
い
。
家
譜
に
よ
る
と
鼻
祖
小
橋
川
筑
登
之
親
雲
上
宗
安
の
妻
真
牛
は
久
米
村
出
身
で

あ
る
が
、
そ
の
実
家
の
墓
が
真
和
志
間
切
天
久
村
の
境
に
あ
る
こ
と
が
附
記
さ
れ
て
い
る
。

（
補
注
）　

本
稿
脱
稿
後
、
那
覇
市
歴
史
博
物
館
に
て
鄧
・
紀
姓
関
連
資
料
『
鄧
姓
世
系
図
』

（
一
九
八
三
年
）
と
『
紀
姓
（
頭
字
好
）
正
統
世
系
家
譜
』
を
閲
覧
し
た
。
前
者
は
山
口
門

中
の
編
集
物
、
後
者
は
写
本
で
あ
る
。
鄧
・
紀
姓
と
鉏
姓
小
橋
川
家
と
の
間
に
姻
戚
関
係
が

な
い
こ
と
、
好
寛
が
紀
姓
一
世
好
長
の
嗣
子
と
な
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
注
（
29
）
で

言
及
し
た
家
譜
原
本
は
沖
縄
戦
で
失
わ
れ
、
注
（
28
）
で
挙
げ
た
事
績
は
前
者
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
が
、『
球
陽
』
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
小
橋
川
親
雲
上
撫
武
を
山
口
門
中
の
祖
先
と

し
つ
つ
も
、安
平
田
子
も
兼
城
按
司
の
聟
養
子
で
離
縁
さ
れ
て
津
嘉
山
に
転
居
し
た
と
い
う
。

〔
謝
辞
〕
小
橋
川
家
文
書
の
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
収
蔵
機
関
で
あ
る
那
覇
市
歴
史
博
物
館
の

ご
高
配
を
得
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
示
し
ま
す
。

〔
附
記
〕
本
稿
はJ

S
P

S

科
研
費
（J

P
20K

00940

）
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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前村　佳幸：鉏姓小橋川家の家譜冊分と祖先崇拝

The Genealogies of the Kobashikawa Families Surnamed Syo and Ancestor

Worship in the Second Sho Dynasty Ryukyu

Yoshiyuki MAEMURA

Summary

　Kobashikawa is the name of a village in Nishihara Town, Okinawa Prefecture. In early modern 

Ryukyu, some of the descendants of families belonging to the Shi class, who were appointed by the 

Shuri Royal Government as jito-shiki, held the name of this place as their family name. This study 

investigates the history of the Kobashikawa family line (in the collection of the Kobashikawa family 

owned by the Naha City Museum of History). The position of jito-shiki originated in medieval Japan, 

and in Ryukyu, hereditary succession to this post was rarely allowed. The Kobashikawa family, a 

Naha lineage samurai family that had been elevated to the Shi class for its achievements in cargo 

management during the voyages to Fuzhou in China and Satsuma in Japan, did not accede to this 

post. The family history of Kobashigawa reveals that for generations they were not given official 

duties or positions that would have filled the family budget. Nevertheless, in the first half of the 19th 

century, during the reign of King ShoTai, the Kobashigawa family was able to raise its status from 

shinzan (newcomer) to hudai (successive generations) by making large donations to the Shuri Royal 

Government, which was about to receive an accredited Chinese envoy. Their means of amassing 

such wealth is unknown. Most noteworthy is the fact that, as satu-wake, the family that made the 

donation was allowed to edit their genealogy separate from the legitimate genealogy, resulting 

in a new branch of the legitimate with a different status from that of their patrilineal relatives. 

Nonetheless, the difference between Taisou (major sect) and Shiryu (its branch) in the monchu (kinship 

group) remained constant, even though they maintained separate family histories due to satu-wake. 

The Shuri Royal Government was not in a position to suppress satu-wake, as this institution made 

it easier to control the vassalage by creating differences among families and stimulating competition 

for rank and office.

　In contrast, satu-wake also affected the bonds and activities of the kinship groups of the Shi 

class. In the southern area of Okinawa Island, some inhabitants made a periodic pilgrimage to 

Nakijin-gusuku and the historic sites of their ancestors. The Kobashigawa family of hudai with 

their history of dedication to the Shuri Royal Government participated in this ritual despite having 

no relationship with it. Behind this ritual, there was a sense of seeking and worshipping distant 

ancestors that transcended monchu and status, and this sense was supported by traditions that were 

inconsistent with the official history of the Shuri Royal Government. It is possible to see that around 

the mid-19th century, some families belonging to the Shi class sought both official status elevation 

and expanded social relations in the private sector in parallel.
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